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給
与
体
系
の
見
直
し
・
格
差
是
正
で

「
一
般
職
員
の
身
分
」で

議
論
が
平
行
線
に

▲第11回協議会で「一般職員の身分」に関する議論の経過を事務局が説明

伊
勢
地
区
合
併
協
議
会
は
、

10
月
28
日
の
第
11
回
協
議
会

ま
で
に
ほ
ぼ
す
べ
て
の
調
整

を
終
え
、「
合
併
の
期
日
」、

「
議
員
の
身
分
」、「
一
般
職

員
の
身
分
」、「
農
業
委
員
会

委
員
の
身
分
」
の
４
項
目
を

残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
。

「
一
般
職
員
の
身
分
」
に
関

し
て
は
、
新
市
の
職
員
の
給

与
体
系
等
の
問
題
で
調
整
が

難
航
し
、
各
市
町
村
長
の
意

見
が
平
行
線
の
ま
ま
と
な
っ

て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
伊
勢
市
長

は
「
就
任
以
来
、
人
件
費
の

抑
制
、
物
件
費
の
コ
ス
ト
削

減
、
補
助
金
の
見
直
し
な
ど

に
最
優
先
に
取
り
組
み
、
財

政
健
全
化
に
向
け
た
対
応
を

し
て
き
た
。
こ
の
行
財
政
改

革
が
新
市
に
継
続
さ
れ
る
こ

と
を
望
む
」
と
し
、
二
見
町

長
は
、「
こ
れ
ま
で
、
平
成

17
年
３
月
31
日
ま
で
の
調

印
・
議
決
を
目
標
に
協
議
し

て
き
た
。
今
、
決
断
の
時
に

来
て
い
る
の
で
は
」
と
の
見

解
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
て
小
俣
町
長
は
、

「
伊
勢
市
の
投
資
的
経
費
、

経
常
収
支
比
率
の
動
向
は
ど

う
か
、
ま
た
給
与
格
差
の
調

整
に
は
伊
勢
市
の
給
与
体
系

の
見
直
し
が
不
可
欠
で
、
そ

れ
ら
を
踏
ま
え
た
数
値
を
確

認
し
た
い
。
そ
の
確
認
が
難

し
い
の
で
あ
れ
ば
、
合
併
は

延
ば
す
べ
き
だ
」
と
し
、
御

薗
村
長
は
「
給
料
の
格
差
是

正
に
つ
い
て
、
行
政
の
責
任

者
と
し
て
納
得
で
き
る
も
の

の
提
示
を
」
と
し
て
い
ま

す
。ま

た
「
議
員
の
身
分
」
に

関
し
て
も
調
整
が
難
航
し
て

い
ま
す
。「
設
置
選
挙
」
で

臨
む
伊
勢
市
・
二
見
町
・
小

俣
町
議
会
に
対
し
、「
在
任
特

例
」
の
適
用
を
望
む
御
薗
村

議
会
と
で
意
見
が
分
か
れ
て

い
る
状
況
で
す
。

こ
れ
ら
は
、
引
き
続
き
協

議
会
で
協
議
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

﹇
14

に
関
連
記
事
を
掲
載
﹈
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▲第8回協議会であいさつをする加藤光徳会長

「
伊
勢
地
区
合
併
協
議
会
」
は
、
今
年
３
月
に
発
足
し
、

こ
れ
ま
で
月
２
回
の
ペ
ー
ス
で
協
議
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

協
議
も
終
盤
を
迎
え
、
各
種
事
務
事
業
等
の
調
整
は
、
ほ
ぼ

終
了
し
ま
し
た
。
今
回
、「
新
市
の
名
称
」
を
「
伊
勢
市
」

に
決
め
た
ほ
か
、「
窓
口
業
務
」
や
「
使
用
料
、手
数
料
」
等
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
に
関
わ
る
項
目
の
協
議
も
終
え
、「
合
併
の

期
日
」
等
の
合
併
協
定
項
目
４
項
目
を
残
す
の
み
と
な
り
ま

し
た
。
今
回
は
、
第
８
回
、
９
回
、
10
回
、
11
回
の
協
議
会

の
結
果
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

９
月
９
日
、
県
営
サ
ン
ア

リ
ー
ナ
で
第
８
回
協
議
会
を

開
催
し
ま
し
た
。「
介
護
保

険
事
業
の
取
扱
い
」
や
「
広

報
広
聴
関
係
事
業
」、「
消
防

防
災
関
係
事
業
」、「
窓
口
業

務
」
な
ど
の
６
項
目
を
協
議

し
、
報
告
事
項
５
件
を
含
む

す
べ
て
の
項
目
を
提
案
通
り

確
認
・
承
認
し
ま
し
た
。
ま

た
、
次
々
回
の
協
議
会
で
協

議
す
る
予
定
の
６
件
を
提
案

し
ま
し
た
。 「

介
護
保
険
事
業
」や

「
窓
口
業
務
」な
ど
を
協
議

第８回
協議会

「合併の期日」などの４項目は
引き続き継続協議に

新市の名称は「伊勢市」に決定

協
議
事
項

協
議
の
冒
頭
、
加
藤
会
長

か
ら
「
議
会
議
員
の
身
分
」

に
関
す
る
報
告
が
あ
り
ま
し

た
。前

回
の
第
７
回
協
議
会
で

の
確
認
を
受
け
、「
議
会
議

員
の
身
分
」
に
関
す
る
事
項

の
提
案
時
期
を
今
回
の
協
議

会
で
報
告
す
る
予
定
で
し
た

が
、
調
整
に
は
し
ば
ら
く
時

間
が
必
要
な
状
況
で
あ
る
こ

と
を
報
告
し
、
了
承
を
得
ま

し
た
。

■
介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い

介
護
保
険
制
度
は
、
平
成

12
年
４
月
に
ス
タ
ー
ト
し
、

現
在
、
伊
勢
市
は
単
独
で
、

二
見
町
・
小
俣
町
・
御
薗
村

は
度
会
Ⅰ
部
介
護
保
険
事
務

組
合
で
共
同
処
理
を
し
て
い

ま
す
。「
保
険
料
」
は
、
４
市

町
村
と
も
基
準
額
３
万
６
千

円
（
年
額
）
で
同
額
の
た
め
、

現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。「
賦

課
期
日
」
も
４
月
１
日
で
同

じ
で
す
が
、「
納
期
」
は
国

民
健
康
保
険
の
納
期
に
合
わ

せ
て
統
一
し
ま
す
。「
介
護

保
険
事
業
計
画
」
は
、
第
２

期
事
業
運
営
期
間
が
終
わ
る

平
成
17
年
度
末
ま
で
は
現
在

の
事
業
計
画
を
も
と
に
サ
ー

ビ
ス
を
進
め
ま
す
が
、
平
成

18
年
度
以
降
は
新
た
な
事
業

計
画
を
策
定
し
、
サ
ー
ビ
ス

向
上
に
努
め
ま
す
。「
介
護

認
定
調
査
」
は
伊
勢
市
に
合

わ
せ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

確認

新市の名称は「伊勢市」に決定
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■
広
報
広
聴
関
係
事
業

「
広
報
紙
」
は
、
毎
月
１
回

発
行
す
る
こ
と
と
し
、
広
報

紙
を
補
助
す
る
「
お
し
ら
せ

ル
」
の
設
置
補
助
も
同
様
に

相
違
が
あ
り
ま
す
【
表
１
】。

こ
れ
ら
の
費
用
負
担
は
、
伊

勢
市
が
ケ
ー
ブ
ル
事
業
者
と

協
議
し
、
合
併
時
に
二
見
町
・

小
俣
町
の
額
に
統
一
す
る
よ

う
調
整
、
御
薗
村
に
つ
い
て

は
合
併
後
10
年
間
は
現
行
の

通
り
と
し
、
社
会
経
済
情
勢

に
著
し
い
変
化
が
生
じ
た
場

合
は
そ
の
時
点
で
検
討
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。「
Ｃ
Ａ
Ｔ

Ｖ
加
入
金
の
補
助
」、「
宅
内

工
事
補
助
」、「
ホ
ー
ム
タ
ー

ミ
ナ
ル
設
置
補
助
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
調
整
す
る
こ
と
と
し

ま
す
が
、
御
薗
村
に
関
し
て

は
、
視
聴
料
等
の
方
針
と
同

様
、
合
併
後
10
年
間
は
現
行

通
り
と
し
ま
す
。

■
消
防
防
災
関
係
事
業

各
市
町
村
で
相
違
の
あ
る

「
自
主
防
災
組
織
」
活
動
へ

の
助
成
金
は
、
１
隊
年
３
万

円
で
統
一
し
ま
す
【
表
２
】。

「
防
災
行
政
無
線
」
局
の
管

理
・
運
用
面
で
は
、
伊
勢
市

は
屋
外
拡
声
装
置
を
設
置
、

二
見
町
と
小
俣
町
は
戸
別
受

信
機
を
各
世
帯
に
無
償
貸
与
、

御
薗
村
も
無
償
貸
与
の
Ｃ
Ａ

Ｔ
Ｖ
ホ
ー
ム
タ
ー
ミ
ナ
ル
に

戸
別
受
信
機
と
同
様
の
機
能

を
持
た
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
無
線
局
は
現
行
の
ま
ま
新

市
に
引
き
継
ぎ
、
周
波
数
の

統
合
や
情
報
の
一
斉
送
信
シ

ス
テ
ム
を
速
や
か
に
構
築
し

ま
す
。
な
お
、
防
災
シ
ス
テ
ム

の
取
り
扱
い
に
関
し
て
は
、
防

災
行
政
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化

に
伴
う
シ
ス
テ
ム
再
構
築
の

際
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
ま

す
。
各
市
町
村
の
「
防
犯
推

進
協
議
会
」
は
伊
勢
市
に
合

わ
せ
ま
す
。

■
窓
口
業
務

現
在
、
伊
勢
市
と
小
俣
町

が
設
置
し
て
い
る
「
自
動
交

付
機
」
は
、
稼
動
時
間
や
対

応
で
き
る
証
明
書
に
違
い
が

あ
り
ま
す
【
表
３
】。
稼
働

時
間
は
伊
勢
市
に
合
わ
せ
、

小
俣
町
の
北
部
公
民
館
は
現

行
通
り
と
し
、
合
併
後
、
設

置
場
所
の
拡
大
の
検
討
や
対

応
証
明
書
の
調
整
を
し
ま
す
。

そ
の
自
動
交
付
機
の
利
用
に

必
要
な
「
市
民
カ
ー
ド
」
は
、

版
」
も
月
１
回
発
行

し
ま
す
。
伊
勢
市
の

「
出
前
ト
ー
ク
」
と

二
見
町
・
小
俣
町
の

「
地
区
懇
談
会
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
伊
勢
市
と

小
俣
町
・
二
見
町
に

合
わ
せ
て
実
施
し
ま

す
。「
ケ
ー
ブ
ル
テ

レ
ビ
（
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
）」

の
加
入
率
は
、
平
成

16
年
５
月
末
現
在
、

伊
勢
市
が
30
％
、
二

見
町
50
％
、
小
俣
町

49
％
、
御
薗
村
80
％

で
、
合
併
後
も
引
き

続
き
加
入
を
推
進
し

ま
す
。
御
薗
村
が
独

自
に
保
有
し
て
い
る

「
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
局
施
設
」

は
合
併
時
に
廃
止
し
、

施
設
は
ケ
ー
ブ
ル
事

業
者
に
移
譲
し
ま
す
。

「
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
視
聴
料
」

は
、
伊
勢
市
と
二
見

町
・
小
俣
町
、
御
薗

村
と
で
格
差
が
あ
り
、

「
ホ
ー
ム
タ
ー
ミ
ナ

確認

確認

合
併
時
に
統
一
し
ま
す
。
小

俣
町
が
発
行
し
て
い
る
「
町

民
証
」
は
合
併
時
に
廃
止
し

ま
す
。
現
在
、
伊
勢
市
が
市

内
９
つ
の
「
支
所
」
で
行
っ

て
い
る
戸
籍
の
届
書
の
受
領

や
証
明
書
の
発
行
、
税
の
徴

収
、
諸
証
明
な
ど
の
業
務
は
、

当
分
の
間
現
行
通
り
と
し
ま

す
。

確認

▼【表３】自動交付機の状況
区　 分 伊勢市 小俣町

設 置 場 所 市役所１階玄関 役場１階玄関 北部公民館

稼 働 時 間 7：00～20：00

平日
8：30～19：00

休日
9：00～12：00

平日
8：30～17：00

対 応
証 明 書

住民票写し、印鑑登
録証明書、外国人登
録原票記載事項証明
書

住民票写し、印鑑登録証明書、税関係
証明書（外国人を除く）

▼【表１】ケーブルテレビ視聴料等

区　　分 伊勢市 二見町 小俣町 御薗村

視
聴
料

一 般 放 送 800円/月 600円/月 無料

ベーシック放送 3,000円/月 2,500円/月 2,500円/月

補
助
金

加 入 金 補 助 なし 25,000円×1/2 加入金は無料

宅 内 工 事 補 助 なし 1/2(上限5,000円) 基本的に村負担

ホームターミナル
設 置 補 助

なし
1/2（上限10,000円）

＊ケーブル事業者への補助
基本的に村負担

▼【表２】自主防災組織活動への助成等（年額）

区　 分 伊勢市 二見町 小俣町 御薗村

助　成　金
（報償費）

訓練等を実施した
際の報償費として
１隊10,000円

なし

組織運営・訓練等
の経費補助として
経費の 1/2 以内
（最大50,000円）

活動助成費として
１団 30,000円
訓練費補助として
最大 20,000円
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■
学
校
教
育
事
業

伊
勢
市
に
８
園
、
小
俣
町

に
２
園
あ
る
「
公
立
幼
稚
園
」

の
保
育
期
間
・
学
級
定
員
等

は
合
併
後
速
や
か
に
調
整
し
、

保
育
料
は
月
額
５
千
５
百
円

（
平
成
17
年
度
か
ら
６
千
円
）

の
小
俣
町
に
合
わ
せ
ま
す
。

伊
勢
市
が
高
麗
広
地
区
と
横

輪
・
矢
持
地
区
で
運
行
し
て

い
る
「
ス
ク
ー
ル
バ
ス
」
は

現
行
通
り
。
新
市
の
「
通
学

区
域
」
は
調
整
区
域
も
含
め

て
合
併
後
速
や
か
に
調
整
し

ま
す
。
遠
距
離
通
学
（
片
道

小
学
生
４

以
上
、
中
学
生

６

以
上
）
の
児
童
・
生
徒

へ
の
補
助
は
、
伊
勢
市
に
合

わ
せ
ま
す
。
小
俣
町
が
小
学

校
に
配
置
し
て
い
る
「
少
人

数
授
業
等
の
た
め
の
非
常
勤

講
師
」
は
、
当
分
の
間
現
行

の
通
り
と
し
、
ほ
か
の
類
似

す
る
授
業
と
の
整
合
性
も
考

慮
し
て
統
一
し
ま
す
。
小
・

中
学
校
の
「
修
学
旅
行
引
率
」

に
は
４
市
町
村
と
も
教
職
員

の
旅
費
の
一
部
も
し
く
は
全

額
を
負
担
し
て
い
ま
す
が
、

小
俣
町
と
御
薗
村
は
児
童
・

生
徒
の
費
用
の
一
部
負
担
も

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
小
俣

町
に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま
す
。

「
学
校
給
食
」
は
、
３
町
村

は
小
・
中
学
校
の
全
校
で
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
伊
勢
市

の
小
学
校
は
全
校
で
、
中
学

校
は
９
校
中
、
城
田
中
学
校

１
校
の
み
で
す
。
合
併
後
、

中
学
校
給
食
を
全
校
実
施
す

る
方
向
で
調
整
し
、
給
食

費
・
給
食
回
数
は
伊
勢
市
に

合
わ
せ
ま
す
【
表
４
】。
中

学
校
の
「
ク
ラ
ブ
活
動
県
外

大
会
参
加
負
担
金
」
は
伊
勢

市
に
合
わ
せ
、
宿
泊
費
は
新

市
の
旅
費
規
程
内
で
調
整
し

ま
す
。

４
市
町
村
と
も
体
育
指
導

委
員
の
協
力
の
も
と
、ス
ポ
ー

ツ
の
振
興
・
普
及
等
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
が
、
委
員
報

酬
は
、
体
育
指
導
委
員
は
１

回
６
千
円
、
体
育
委
員
は
月

２
千
円
と
し
、
人
員
等
は
地

域
事
情
を
考
慮
し
て
調
整
し

ま
す
。
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
社
会

の
実
現
に
向
け
て
活
動
の
場

を
提
供
す
る
「
総
合
型
地
域

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
育
成
事
業
」

は
、
二
見
町
を
除
く
３
市
町

村
で
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
合
併
後
も
当
分
の
間
現

行
通
り
と
し
、
随
時
調
整
し

ま
す
。

■
新
市
建
設
計
画

「
新
市
建
設
計
画
」
は
、

小
委
員
会
で
作
成
し
た
原
案

を
も
と
に
審
議
を
行
い
、
協

議
会
で
の
意
見
や
住
民
か
ら

の
意
見
募
集
（
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
）
の
内
容
を
踏
ま

え
て
修
正
を
加
え
て
い
き
ま

す
。「計

画
原
案
」
の
構
成
は
、

「
序
論
」、「
新
市
ま
ち
づ
く

り
の
基
本
方
針
」、「
新
市
ま

ち
づ
く
り
の
施
策
」、「
新
市

に
お
け
る
県
事
業
の
推
進
」、

「
公
共
的
施
設
の
適
正
配
置

と
整
備
」、「
財
政
計
画
」、

最
後
に
「
資
料
編
」
と
な
っ

て
い
ま
す
。

こ
の
原
案
に
対
し
、
伊
勢

市
議
会
か
ら
は
、「
福
祉
施

策
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一

部
と
し
て
で
は
な
く
、
大
き

な
柱
と
し
て
打
ち
出
す
べ
き

で
、
税
収
確
保
の
た
め
の
産

業
振
興
に
も
重
点
を
置
く
必

要
が
あ
る
。
新
市
ま
ち
づ
く

り
施
策
の
３
つ
の
テ
ー
マ
、

６
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、

具
体
的
な
整
備
方
針
の
記
載

が
な
く
、
幅
広
い
角
度
か
ら

の
再
検
討
も
必
要
で
は
な
い

か
」
と
い
っ
た
意
見
が
出
さ

れ
ま
し
た
。
二
見
町
議
会
か

ら
も
、「
東
南
海
地
震
、
東
海

地
震
の
地
震
対
策
強
化
・
推

進
が
求
め
ら
れ
る
地
域
に
あ
っ

て
、
不
安
な
箇
所
が
町
内
に

い
く
つ
か
あ
る
た
め
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
主
要
項
目
に
防

災
に
関
す
る
事
項
を
追
加
し

て
欲
し
い
。
ま
た
、
新
市
に

お
け
る
県
事
業
の
推
進
に
県

道
１
０
２
号
線
の
追
加
を
」

と
い
っ
た
要
望
が
あ
り
ま
し

た
。小
俣
町
議
会
か
ら
は
、「
全

般
的
に
は
（
こ
の
原
案
を
）

尊
重
す
る
が
、
細
部
に
つ
い

て
は
、
以
後
、
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
等
を
合
わ
せ
て
、

さ
ら
に
慎
重
に
検
討
し
て
い

き
た
い
」
と
の
意
見
が
出
さ

れ
ま
し
た
。
御
薗
村
議
会
は
、

「
計
画
の
中
で
あ
ら
ゆ
る
面

が
網
羅
さ
れ
て
い
る
し
、
細

部
に
つ
い
て
は
今
後
、
ま
た

協
議
す
る
機
会
が
あ
る
と
思

う
の
で
、
大
筋
で
提
案
通
り

了
承
す
る
」
と
の
意
見
で
し

た
。

確認

継続

▼【表４】学校給食の実施状況

区　　分
伊勢市 二見町 小俣町 御薗村

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校

学 校 数 19校 ９校 ２校 １校 ２校 １校 １校 １校

給食実施校数 19校 １校 ２校 １校 ２校 １校 １校 １校

給 食 回 数 180回 170回 180回 165回 181回 162回 175回 165回

給 食 費

低学年
3,600円
高学年
3,700円

4,000円

低学年
3,900円
高学年
4,000円

4,300円

低学年
3,900円
高学年
4,000円

4,000円

低学年
3,600円
高学年
3,700円

4,000円

方 式 直営、単独調理場 直営、単独調理場 直営、単独調理場 直営、単独調理場
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報
告
事
項

■
介
護
保
険
事
業
の
調
整
内
容

「
介
護
保
険
制
度
の
趣
旨

普
及
」
の
た
め
４
市
町
村
で

発
行
し
て
い
る
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
や
広
報
紙
は
、
合
併
後
速

や
か
に
調
整
し
ま
す
。
低
所

得
高
齢
者
と
障
害
者
へ
の

「
訪
問
介
護
利
用
者
負
担
支

援
」
制
度
は
現
行
通
り
と
し
、

低
所
得
者
で
特
に
生
計
が
困

難
な
方
に
公
費
助
成
し
て
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
促
進
を
図
る「
社

会
福
祉
法
人
等
利
用
者
負
担

支
援
」
も
現
行
通
り
と
し
ま

す
。

■
広
報
広
聴
関
係
事
業
の
調

整
内
容

３
市
町
村
が
各
地
区
に
設

置
し
て
い
る
「
広
報
板
」
は
、

新
市
で
の
維
持
管
理
を
廃
止

し
、
各
自
治
会
の
地
域
の
情

報
板
と
し
て
の
活
用
を
検
討

し
ま
す
。
伊
勢
市
と
二
見
町

の
「
施
設
見
学
・
町
政
バ
ス
」

及
び
「
各
種
相
談
事
業
」
は

伊
勢
市
に
合
わ
せ
ま
す
。
３

市
町
村
が
役
場
等
に
設
置
し

て
い
る
「
提
案
箱
」
は
増
設

し
、
小
俣
町
に
合
わ
せ
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
意
見
収

集
も
組
み
入
れ
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
は
伊
勢
市
の
も
の
を

基
本
に
作
成
し
ま
す
。

■
消
防
防
災
関
係
事
業
の
調

整
内
容

３
町
村
が
伊
勢
市
に
委
託

し
て
い
る
消
防
事
務
等
は
、

全
て
伊
勢
市
に
合
わ
せ
ま
す
。

消
防
施
設
や
消
火
栓
、
防
火

水
槽
な
ど
の
維
持
管
理
・
整

備
は
現
行
の
通
り
と
し
、
経

費
負
担
等
を
伴
う
も
の
は
合

併
後
調
整
し
ま
す
。
伊
勢
市

に
59
隊
、
二
見
町
10
隊
、
小

俣
町
29
隊
、
御
薗
村
に
９
隊

あ
る
既
存
の
「
自
主
防
災
組

織
」
は
現
行
の
通
り
と
し
、

組
織
率
百
％
を
目
標
に
新
規

結
成
し
ま
す
。「
災
害
対
策

本
部
」
や
「
防
災
会
議
」
は
、

伊
勢
市
に
合
わ
せ
、
伊
勢

市
・
二
見
町
・
小
俣
町
で
実

施
し
て
い
る
「
総
合
防
災
訓

練
」
は
合
併
後
調
整
し
ま
す
。

■
窓
口
業
務
の
調
整
内
容

「
戸
籍
事
務
」
や
「
住
民

記
録
事
務
」
等
の
法
律
に
基

づ
い
て
行
う
も
の
は
現
行
の

通
り
と
し
、
各
課
に
ま
た
が

る
窓
口
業
務
を
一
つ
の
課
で

行
う
「
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー

ビ
ス
」
は
、
現
行
の
サ
ー
ビ

ス
が
低
下
し
な
い
よ
う
調
整

す
る
こ
と
と
し
ま
す
。「
印
鑑

登
録
」
や
「
外
国
人
登
録
事

務
」
は
現
行
の
通
り
と
し
、

サ
ー
ビ
ス
向
上
の
観
点
か
ら

一
部
調
整
を
行
い
ま
す
。

■
学
校
教
育
事
業
の
調
整
内

容各
小
・
中
学
校
と
幼
稚
園

施
設
の
維
持
管
理
・
整
備
・
改

修
・
建
築
は
、
伊
勢
市
に
合

わ
せ
て
随
時
調
整
し
ま
す
。

伊
勢
市
は
「
耐
震
補
強
」
の

た
め
の
学
校
施
設
の
改
築
等

が
未
整
備
の
た
め
、
随
時
調

整
し
ま
す
。
伊
勢
市
が
小
・

中
学
校
各
１
校
で
実
施
し
て

い
る
２
学
期
制
や
教
育
活
動
・

学
校
運
営
状
況
に
つ
い
て
の

学
校
自
己
評
価
や
学
校
経
営

品
質
の
取
り
組
み
、
改
善
等

は
、
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調

整
し
ま
す
。「
学
区
外
通
学
・

区
域
外
就
学
」
は
通
学
区
域

検
討
委
員
会
で
検
討
し
、
許

可
基
準
を
設
け
ま
す
。「
基

礎
学
力
向
上
推
進
事
業
」
や

「
学
力
向
上
支
援
事
業
」、

「
運
動
部
活
動
地
域
連
携
推

進
事
業
」
等
は
、
伊
勢
市
に

合
わ
せ
、
不
登
校
児
童
生
徒

の
早
期
学
校
復
帰
や
い
じ
め

解
消
の
た
め
の
「
教
育
相
談
」

も
伊
勢
市
に
合
わ
せ
る
こ
と

と
し
ま
す
。「
学
校
給
食
施
設
」

の
衛
生
管
理
面
で
は
、
各
市

町
村
と
も
空
調
設
備
を
設
置

し
て
食
中
毒
防
止
に
努
め
て

い
ま
す
が
、
さ
ら
に
整
備
計

画
を
立
て
、
セ
ン
タ
ー
化
も

視
野
に
入
れ
た
検
討
を
行
い

ま
す
。

伊
勢
市
の
「
お
伊
勢
さ
ん

健
康
マ
ラ
ソ
ン
」
と
二
見
町

の
「
二
見
ふ
れ
愛
マ
ラ
ソ
ン
」

は
、
現
行
通
り
と
し
ま
す
。

各
市
町
村
で
開
催
し
て
い
る

市
町
村
民
体
育
大
会
や
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
等
は
合

併
後
順
次
調
整
し
ま
す
。

承認

承認承認

承認

承認


9
月
9
日
の
第
8
回
協
議
会
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「
児
童
福
祉
事
業
」や

「
建
設
事
業
」な
ど
を
協
議

第９回
協議会 提

案
事
項

こ
の
「
提
案
事
項
」
は
、

あ
ら
か
じ
め
調
整
内
容
を
示

す
も
の
で
、
各
市
町
村
で
協

議
・
検
討
の
後
、
改
め
て
協

議
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

今
回
、「
新
市
の
名
称
（
そ

の
２
）」、「
一
部
事
務
組
合
等

の
取
扱
い
」、「
地
域
振
興
事

業
」、「
文
化
・
国
際
交
流
事

業
」、「
学
校
教
育
事
業
（
そ

の
２
）」、「
社
会
教
育
事
業
」

の
６
件
を
提
案
し
ま
し
た
。

９
月
24
日
、
県
営
サ
ン
ア

リ
ー
ナ
で
第
９
回
協
議
会
を

開
催
し
、「
国
民
健
康
保
険
事

業
の
取
扱
い
」
や
「
児
童
福
祉

事
業
」、「
建
設
関
係
事
業
」

な
ど
７
項
目
の
協
議
と
報
告

事
項
５
件
を
検
討
し
ま
し
た
。

継
続
協
議
の
「
新
市
建
設
計

画
」
と
報
告
事
項
の
一
部
を

除
く
す
べ
て
の
項
目
を
確
認
・

承
認
し
ま
し
た
。
ま
た
、次
々

回
の
協
議
会
で
協
議
予
定
の

５
件
の
提
案
も
行
い
、「
事

務
事
業
」
に
関
す
る
提
案

は
、
こ
れ
で
す
べ
て
終
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

協
議
事
項

■
国
民
健
康
保
険
事
業
の
取

扱
い

「
賦
課
方
式
」
は
、
現
在
、

４
市
町
村
と
も
所
得
割
・
資

産
割
・
均
等
割
・
平
等
割
の

四
方
式
で
す
が
、
新
市
で
は

資
産
割
額
を
廃
止
し
て
、
三

方
式
と
し
ま
す
。
伊
勢
市
と

御
薗
村
が
「
料
」、
二
見
町
と

小
俣
町
が
「
税
」
と
し
て
い

る
「
保
険
の
区
分
」
は
、
賦

課
や
収
納
の
容
易
性
か
ら
、

伊
勢
市
と
御
薗
村
の
「
料
」

方
式
に
合
わ
せ
ま
す
。「
料
率

の
規
定
方
法
」
は
、
均
等
割

と
平
等
割
を
合
わ
せ
た
応
益

割
合
を
45
％
か
ら
55
％
の
間

で
調
整
し
ま
す
。「
基
礎
賦

課
限
度
額
」
は
４
市
町
村
と

も
53
万
円
で
同
じ
で
す
が
、

「
介
護
納
付
金
限
度
額
」
は

伊
勢
市
が
７
万
円
、
３
町
村

が
８
万
円
と
差
が
あ
る
た
め
、

３
町
村
の
額
に
合
わ
せ
ま
す
。

各
市
町
村
で
実
施
し
て
い
る

「
高
額
療
養
費
資
金
貸
付
事
業
」

は
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調
整

し
、
実
施
主
体
は
社
会
福
祉

協
議
会
と
協
議
の
上
で
合
併

時
に
統
一
し
ま
す
。「
出
産
育

児
一
時
金
」
は
、
４
市
町
村

同
一
の
制
度
の
た
め
、
現
行

の
通
り
と
し
ま
す
。「
葬
祭
費
」

は
一
番
高
額
な
伊
勢
市
の
５

万
円
に
合
わ
せ
ま
す
。「
健
康

づ
く
り
推
進
事
業
」
は
伊
勢

市
に
合
わ
せ
て
調
整
し
、
検

査
項
目
は
医
師
会
と
協
議
し

ま
す
。

■
高
齢
者
福
祉
事
業

介
護
保
険
に
該
当
し
な
い

概
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者
を

対
象
に
実
施
す
る
「
生
き
が

い
活
動
支
援
通
所
事
業
」
は
、

各
施
設
の
特
色
を
生
か
す
と

い
う
こ
と
か
ら
現
行
の
通
り

と
し
、
単
価
等
は
新
市
で
調

整
し
ま
す
。
同
じ
く
介
護
保

険
に
該
当
し
な
い
概
ね
65
歳

以
上
の
高
齢
者
を
対
象
に
実

施
す
る
「
生
活
管
理
指
導
員

派
遣
事
業
」
は
、
伊
勢
市
に

合
わ
せ
て
調
整
し
ま
す
。
伊

勢
市
は
75
歳
以
上
の
高
齢
者

に
伊
勢
市
内
全
線
で
利
用
で

き
る
寿
バ
ス
優
待
乗
車
券
を

発
行
し
、
小
俣
町
は
百
円
の

乗
車
料
金
で
利
用
で
き
る
福

祉
バ
ス
を
運
行
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
現
行
の
通
り
と
し
て

新
市
の
総
合
交
通
体
系
の
中

で
調
整
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

「
敬
老
会
」
は
新
市
全
体
で

は
開
催
せ
ず
、
各
地
区
の
老

人
ク
ラ
ブ
で
開
催
す
る
よ
う

調
整
し
ま
す
。
各
市
町
村
で

行
っ
て
い
る
高
齢
者
へ
の

「
記
念
品
等
の
授
与
」
は
、
小

俣
町
に
合
わ
せ
て
、
77
歳
、

88
歳
、
99
歳
の
節
目
ご
と
に

５
千
円
、１
万
円
、１
万
円
を
、

最
高
齢
者
に
は
３
万
円
を
贈

る
こ
と
と
し
ま
す
。
基
幹
型
・

地
域
型
の
「
在
宅
介
護
支

援
」
は
現
行
の
通
り
と
し
、

相
談
や
指
導
等
を
行
う
「
基

幹
型
支
援
セ
ン
タ
ー
」
は
合

併
時
に
１
か
所
に
調
整
し
ま

す
。
65
歳
以
上
の
独
り
暮
ら

し
の
方
へ
の
「
日
常
生
活
用

具
等
の
給
付
」
は
伊
勢
市
に

合
わ
せ
て
調
整
し
ま
す
。
家

族
に
よ
る
施
設
へ
の
送
迎
が

困
難
な
方
へ
の
「
外
出
支
援

サ
ー
ビ
ス
」
に
つ
い
て
は
、

デ
イ
・
シ
ョ
ー
ト
へ
の
送
迎

確認
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は
伊
勢
市
・
二
見
町
・
小
俣

町
に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま
す

が
、
医
療
機
関
へ
の
送
迎
は

見
直
し
の
方
向
で
調
整
し
ま

す
。
ま
た
、
リ
フ
ト
付
き
タ

ク
シ
ー
で
の
送
迎
は
、
サ
ー

ビ
ス
の
高
い
伊
勢
市
に
合
わ

せ
て
調
整
し
ま
す
。
３
市
町

村
が
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
福
祉

協
議
会
に
委
託
し
て
い
る

「
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

の
管
理
」
は
現
行
の
通
り
と

し
、
伊
勢
市
の
老
人
福
祉
施

設
「
万
亀
会
館
」
の
管
理
は

民
間
委
託
、
度
会
郡
町
村
老

人
福
祉
施
設
組
合
の
「
高
砂

寮
」
等
の
管
理
は
施
設
組
合

と
協
議
を
し
ま
す
。

■
児
童
福
祉
事
業
（
そ
の
２
）

通
常
の
保
育
時
間
を
超
え

た
「
時
間
外
保
育
」
の
保
護

者
負
担
金
は
、
小
俣
町
の
み

徴
収
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

伊
勢
市
・
二
見
町
・
御
薗
村

に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま
す
が
、

新
市
に
お
い
て
、
受
益
と
負

担
の
観
点
か
ら
早
急
に
検
討

し
ま
す
。「
職
員
の
配
置
基
準
」

は
、
１
歳
児
及
び
障
害
児
の

職
員
配
置
に
差
が
あ
る
た
め
、

合
併
時
に
国
の
基
準
で
統
一

し
ま
す
。
た
だ
し
、
障
害
児

は
そ
の
状
況
に
応
じ
、
ま
た

看
護
師
・
調
理
士
は
国
の
基

準
を
基
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

保
育
所
で
対
応
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。

■
そ
の
他
福
祉
事
業

自
然
災
害
に
よ
る
死
亡
者

の
遺
族
に
対
す
る
「
弔
慰
金
・

貸
付
金
」
は
、
法
令
に
よ
る

４
市
町
村
同
一
の
事
業
の
た

め
、
現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。

「
生
活
保
護
の
各
種
扶
助
」

は
、
現
在
、
伊
勢
市
以
外
の

３
町
村
は
県
で
行
っ
て
い
ま

す
が
、
合
併
後
は
新
市
に
移

管
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

入
学
準
備
金
や
就
職
支
度
金

等
の
「
一
時
扶
助
」
は
伊
勢

市
の
み
の
事
業
で
、
当
分
の

間
、
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調

整
し
ま
す
。「
心
身
障
害
者

医
療
費
支
給
（
助
成
）」
と

「
65
歳
以
上
心
身
障
害
者
医

療
費
支
給
（
助
成
）」
は
御

薗
村
に
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
、

「
68
歳
・
69
歳
医
療
費
助
成
」

は
伊
勢
市
・
御
薗
村
に
合
わ

せ
て
調
整
し
ま
す
。
ま
た
、

「
寡
婦
医
療
費
助
成
」
は
小

俣
町
に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま

す
。「
社
会
福
祉
協
議
会
」

の
運
営
の
た
め
の
負
担
金
は
、

整
理
・
統
合
を
基
本
に
社
会

福
祉
協
議
会
と
協
議
し
、
調

整
し
ま
す
。
二
見
町
が
今
年

度
策
定
し
た
「
地
域
福
祉
計

画
」
は
、
合
併
後
、
新
市
で

策
定
し
ま
す
。

■
建
設
関
係
事
業

伊
勢
市
は
「
駅
周
辺
整
備

構
想
（
案
）」
に
土
地
区
画

整
理
・
連
続
立
体
交
差
・
シ

ビ
ッ
ク
コ
ア
地
区
整
備
の
推

進
を
掲
げ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
合
併
後
検
討
す
る
こ
と

と
し
ま
す
。
伊
勢
市
の
宇
治

地
区
お
は
ら
い
町
で
、
新
築
・

増
築
等
の
場
合
に
貸
付
を
行

う
「
ま
ち
な
み
保
全
事
業
」

は
現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。

小
俣
町
は
、
４
ｍ
未
満
の
狭

隘
道
路
に
面
し
た
建
築
行
為

等
に
際
し
、
後
退
し
た
部
分

間
の
用
地
を
町
で
買
収
し
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
は
合
併
後

も
当
分
の
間
現
行
の
通
り
と

し
、
随
時
調
整
し
ま
す
。
墓

地
の
販
売
・
管
理
を
行
っ
て

い
る
財
団
法
人
「
伊
勢
市
霊

園
公
社
」
は
現
行
の
通
り
。

伊
勢
市
の
「
伊
勢
市
土
地
開

発
公
社
」
は
市
内
14
か
所
（
約

13
億
円
）
に
、
二
見
町
が
郡

内
の
４
町
で
構
成
す
る
「
度

会
土
地
開
発
公
社
」
は
町
内

７
か
所
（
約
４
億
２
千
万
円
）

に
事
業
用
地
や
代
替
地
を
保

有
し
、
小
俣
町
と
御
薗
村
の

「
度
会
東
部
土
地
開
発
公
社
」

は
土
地
を
保
有
し
て
い
ま
せ

ん
。
伊
勢
市
は
現
行
の
通
り

と
し
、
二
見
町
は
合
併
ま
で

に
公
社
保
有
地
を
買
い
上
げ

る
こ
と
と
し
ま
す
。「
市
町

村
営
住
宅
」
の
使
用
料
（
家

賃
）
は
、
４
市
町
村
と
も
同

じ
算
定
方
法
で
す
が
、
伊
勢

市
と
３
町
村
で
は
係
数
に
相

違
が
あ
る
た
め
、
合
併
後
調

整
し
ま
す
。
入
居
者
の
選
考

に
当
た
っ
て
は
、
伊
勢
市
と

小
俣
町
に
合
わ
せ
て
「
入
居

者
選
考
委
員
会
」
を
設
け
、

優
先
枠
を
設
け
ず
に
全
て
抽

選
の
方
向
で
統
一
し
ま
す
。

確認

確認

確認

確認
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■
そ
の
他
事
業
（
そ
の
２
）

「
市
町
村
史
」
は
、
３
町

村
は
そ
れ
ぞ
れ
最
終
の
発
行

を
終
え
て
い
ま
す
が
、
伊
勢

市
の
み
平
成
26
年
度
を
目
標

に
編
さ
ん
中
で
、
こ
れ
は
新

市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
と
し
ま

す
。
各
市
町
村
の
「
個
人
情

報
保
護
」・「
情
報
公
開
」
制

度
は
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調

整
し
、制
度
を
統
一
し
ま
す
。

な
お
、「
情
報
公
開
」
制
度

の
公
文
書
の
開
示
対
象
年
度

は
現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。

伊
勢
市
・
二
見
町
・
小
俣
町

が
設
置
し
て
い
る
「
行
政
改

革
推
進
委
員
会
」
は
、
合
併

後
、
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調

整
し
ま
す
。「
公
平
委
員
会
」

は
、
伊
勢
市
は
単
独
で
、
３

町
村
は
度
会
郡
で
共
同
設
置

し
て
い
る
た
め
、
度
会
郡
公

平
委
員
会
か
ら
は
脱
退
し
、

伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調
整
し

ま
す
。「
職
員
採
用
試
験
」は
、

伊
勢
市
は
試
験
問
題
の
貸
与

及
び
採
点
を
財
団
法
人
日
本

人
事
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
に

委
託
し
、
３
町
村
は
三
重
県

町
村
会
が
行
う
統
一
試
験
を

充
て
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

２
次
試
験
等
も
含
め
て
伊
勢

市
に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま
す
。

「
職
員
へ
の
被
服
貸
与
」
は

業
務
職
の
み
と
し
、
そ
の
他

の
職
種
へ
の
貸
与
は
廃
止
し

ま
す
。
職
員
の
「
公
務
災
害

補
償
」
は
合
併
ま
で
に
協
議
・

調
整
し
ま
す
。
職
員
の
「
健

康
診
断
」
は
合
併
後
速
や
か

に
調
整
し
ま
す
。
法
制
執
務
・

職
種
別
研
修
や
自
治
大
学
校
・

民
間
企
業
へ
の
派
遣
研
修
等
、

各
市
町
村
で
多
岐
に
わ
た
っ

て
行
っ
て
い
る
「
職
員
研
修
」

は
、
合
併
後
、
研
修
計
画
を

策
定
し
、
実
施
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。「
選
挙
管
理
委
員
会
」

は
、
報
酬
や
開
催
方
法
に
相

違
が
あ
り
、
伊
勢
市
に
合
わ

せ
て
調
整
し
ま
す
。「
選
挙

費
用
公
費
負
担
」
は
、
市
と

町
村
で
相
違
が
あ
る
た
め
、

公
職
選
挙
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調

整
し
ま
す
。

■
新
市
建
設
計
画

今
回
は
、
こ
れ
ま
で
の
合

併
協
議
会
で
の
議
論
や
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
意
見
を

踏
ま
え
、
改
め
て
修
正
案
と

し
て
提
案
し
た
も
の
で
す
。

８
月
20
日
か
ら
９
月
15
日

ま
で
募
集
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
に
は
12
名
の
方
か

ら
意
見
が
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ

ら
と
前
回
の
協
議
会
で
の
意

見
を
36
項
目
に
整
理
し
、
修

正
案
に
ま
と
め
ま
し
た
。
こ

の
修
正
案
は
10
月
14
日
の
第

10
回
協
議
会
で
審
議
す
る
こ

と
と
し
、こ
の
修
正
案
を
も
っ

て
、
県
に
事
前
協
議
を
行
い

ま
す
。

今
回
は
、
基
本
方
針
の
中

の
「
お
伊
勢
さ
ん
」
と
い
う

言
葉
が
神
宮
そ
の
も
の
を
イ

メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
か
ら
再

検
討
を
求
め
る
意
見
や
「
防

災
対
策
の
強
化
」
を
望
む
意

見
、
基
本
方
針
に
「
福
祉
」

が
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
へ
の
危
惧
等
に
対
す
る

修
正
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の

ほ
か
、
具
体
的
な
内
容
に
乏

し
い
と
い
う
意
見
に
対
し
て

は
、「
新
市
建
設
計
画
」
に

基
づ
い
た
新
市
の
総
合
計
画

や
実
施
計
画
に
施
策
の
具
体

化
を
委
ね
る
こ
と
と
し
ま
す
。

委
員
か
ら
は
、「
４
市
町

村
長
に
よ
る
協
議
・
検
討
が

不
十
分
で
あ
る
」
と
い
っ
た

意
見
や
「
財
政
フ
レ
ー
ム
」
や

「
特
例
債
」
に
関
す
る
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。

新
市
建
設
計
画
の
財
政
計

画
は
、
過
去
の
５
年
間
の
決

算
等
を
ベ
ー
ス
に
、
現
行
制

度
に
基
づ
い
て
計
算
し
て
い

ま
す
。
特
に
普
通
建
設
事
業

と
こ
れ
に
絡
む
合
併
特
例
債

に
関
し
て
は
、
各
市
町
村
の

現
在
の
事
業
と
継
続
事
業
、

そ
れ
と
総
合
計
画
等
で
こ
れ

か
ら
実
施
を
予
定
し
て
い
る

事
業
を
す
べ
て
拾
い
上
げ
、

普
通
建
設
事
業
と
し
て
ま
と

め
ま
し
た
。
具
体
的
な
施
策

の
実
施
等
に
関
し
て
は
、
新

市
の
議
会
や
市
長
、
地
域
審

議
会
等
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、

決
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。
特
例
債
に
関
し
て
は
、

巨
大
な
借
金
を
後
世
に
残
す

こ
と
を
極
力
避
け
た
行
政
運

営
を
す
る
計
画
で
す
。ま
た
、

人
件
費
に
関
し
て
は
、
職
員

数
（
消
防
を
除
く
）
を
類
似

団
体
の
10
％
減
を
目
標
値
と

し
、
定
年
退
職
者
を
不
補
充

と
す
る
方
針
で
算
定
し
て
い

ま
す
。

確認
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報
告
事
項

■
国
民
健
康
保
険
事
業
の
調

整
内
容

「
レ
セ
プ
ト
」
の
配
列
と

点
検
は
、
合
併
後
速
や
か
に

調
整
し
ま
す
。「
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
」
等
は
伊
勢

市
に
合
わ
せ
て
調
整
し
、
合

併
後
速
や
か
に
発
行
基
準
を

作
成
し
ま
す
。「
療
養
給
付

費
」、「
療
養
費
」、「
高
額
療

養
費
」、「
移
送
費
」
は
、
４

市
町
村
同
様
の
た
め
、
現
行

の
通
り
と
し
ま
す
。
伊
勢
市

の「
機
能
訓
練（
プ
ー
ル
教
室
）」

は
、
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク
ー
ル

で
水
中
歩
行
や
体
操
を
行

い
、
成
人
病
や
要
介
護
を
予

防
す
る
も
の
で
、
伊
勢
市
に

合
わ
せ
る
こ
と
と
し
ま
す
が
、

「
機
能
訓
練
（
マ
ッ
サ
ー
ジ
）」

は
廃
止
し
ま
す
。

■
高
齢
者
福
祉
事
業
の
調
整

内
容

点
検
専
門
員
に
よ
る
「
レ

セ
プ
ト
」
の
配
列
、
資
格
確

認
、
明
細
書
の
照
合
や
点
検

は
合
併
後
速
や
か
に
調
整
し
、

医
療
を
受
け
た
方
へ
の
「
医

療
費
通
知
」
は
伊
勢
市
に
合

わ
せ
て
調
整
し
ま
す
。「
老
人

医
療
支
給
費（
現
金
支
給
分
）」

は
、
疾
病
な
ど
で
保
険
医
療

機
関
等
に
お
け
る
医
療
が
困

難
な
場
合
、
現
物
給
付
の
医

療
に
代
え
て
医
療
費
を
現
金

支
給
す
る
も
の
で
、
４
市
町

村
同
様
の
た
め
現
行
通
り
と

し
ま
す
。

■
そ
の
他
福
祉
事
業
の
調
整

内
容

遺
族
会
、
市
町
村
、
社
会

福
祉
協
議
会
そ
れ
ぞ
れ
が
実

施
し
て
い
る
「
戦
争
犠
牲
者

追
悼
式
」
は
、
４
市
町
村
で

相
違
が
あ
る
た
め
、
統
一
の

方
向
で
随
時
調
整
し
ま
す
。

「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

と
「
愛
の
資
金
募
金
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
実
施
委
員
会
や
社

会
福
祉
協
議
会
が
啓
発
や
募

金
活
動
を
行
っ
て
い
る
も
の

で
、
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調

整
し
ま
す
。
老
人
保
健
該
当

者
へ
の
医
療
費
の
通
知
は
、

通
知
回
数
に
相
違
が
あ
る
た

め
、
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調

整
し
ま
す
。
現
在
、
３
市
町

村
の
「
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
」

で
そ
れ
ぞ
れ
事
業
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
そ
の
管
理
運
営

は
現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。

■
建
設
関
係
事
業
の
調
整
内
容

長
期
的
な
視
点
か
ら
都
市

の
将
来
像
を
描
き
、
土
地
利

用
の
基
本
的
な
方
向
や
位
置

づ
け
な
ど
を
示
す
「
都
市
計

画
基
本
方
針
策
定
事
業
（
都

市
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）」
は
、

新
市
総
合
計
画
策
定
後
、
速

や
か
に
策
定
す
る
こ
と
と
し

ま
す
。
伊
勢
市
の
「
風
景
ま

ち
づ
く
り
推
進
事
業
」、「
緑

の
基
本
計
画
策
定
事
業
」
は
、

合
併
後
基
本
計
画
を
調
整
し

ま
す
。
伊
勢
市
と
二
見
町
が

実
施
し
て
い
る
「
河
崎
歴
史

文
化
交
流
拠
点
整
備
」、「
二

見
町
街
な
み
環
境
整
備
」
は
、

現
行
の
通
り
と
し
、
同
じ
く

伊
勢
市
と
二
見
町
が
宇
治
山

田
港
湾
と
周
辺
地
域
の
ま
ち

づ
く
り
や
川
の
駅
等
の
整
備

を
行
っ
て
い
る
「
み
な
と
ま

ち
づ
く
り
」
事
業
も
現
行
の

通
り
と
し
ま
す
。
勢
田
川
や

外
城
田
川
で
行
っ
て
い
る「
河

川
清
掃
事
業
」
は
現
行
の
通

り
と
し
ま
す
が
、
行
政
主
体

か
ら
住
民
主
体
へ
と
移
行
を

図
り
ま
す
。「
県
道
鳥
羽
松
阪

線
伊
勢
鳥
羽
地
区
改
良
促
進

連
絡
協
議
会
」
や
「
宮
川
水

系
治
水
事
業
促
進
期
成
同
盟

会
」、「
宇
治
山
田
港
湾
整
備

促
進
協
議
会
」
な
ど
の
協
議

会
・
同
盟
会
は
、
一
部
廃
止

す
る
も
の
を
除
き
、
合
併
後

も
当
分
の
間
現
行
の
通
り
と

し
て
随
時
調
整
し
ま
す
。「
市

町
村
営
住
宅
」
の
入
居
者
募

集
は
伊
勢
市
に
合
わ
せ
ま
す
。

「
道
路
」
の
舗
装
工
事
や
維

持
修
繕
、
清
掃
、
草
刈
等
、

ま
た
、「
河
川
」
や
「
排
水
路
」

の
維
持
改
良
、「
排
水
機
場
」

維
持
管
理
・
補
修
等
も
伊
勢

市
に
合
わ
せ
ま
す
。
伊
勢
市

が
地
元
に
委
託
し
て
い
る
北

浜
海
岸
、
大
湊
海
岸
の
「
環

境
整
備
」、「
維
持
管
理
」
は

現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。
各

市
町
村
が
継
続
的
に
実
施
し

て
い
る
各
種
施
設
や
道
路
等

の
整
備
、
河
川
改
良
等
の
事

業
は
、
現
行
通
り
と
し
ま
す
。

承認

承認

承認

承認


9
月
24
日
の
第
9
回
協
議
会
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■
そ
の
他
事
業
（
そ
の
２
）

の
調
整
内
容

新
市
で
の
各
種
「
告
示
・

公
告
」
は
、
本
庁
及
び
総
合

支
所
前
で
の
掲
示
と
し
ま
す
。

４
市
町
村
と
も
行
政
改
革
推

進
本
部
等
を
設
置
し
て
「
行

政
改
革
の
推
進
」
に
当
た
っ

て
い
ま
す
が
、
合
併
後
は
伊

勢
市
に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま

す
。
伊
勢
市
の
「
岡
本
町
財

産
区
」
の
予
算
、
区
議
会
、

管
理
運
営
は
現
行
の
通
り
と

し
ま
す
。「
物
品
購
入
等
の
契

約
」、「
工
事
等
の
契
約
」
は

伊
勢
市
に
合
わ
せ
ま
す
。「
入

札
方
法
」
も
伊
勢
市
に
合
わ

せ
て
調
整
し
ま
す
。
小
俣
町

は
、
職
員
自
ら
が
希
望
し
た

場
合
の
「
希
望
降
格
」
制
度

と
係
長
級
以
上
の
登
用
の
た

め
の
「
昇
格
試
験
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
小

俣
町
に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま

す
。
銀
行
と
郵
便
局
の
「
公

金
取
扱
手
数
料
」
は
、
伊
勢

市
と
３
町
村
で
銀
行
の
口
座

振
替
手
数
料
に
差
が
あ
り
ま

す
。
伊
勢
市
が
１
件
８
円

で
、
３
町
村
は
１
件
10
円
で

す
が
、
こ
れ
は
伊
勢
市
に
合

わ
せ
る
よ
う
金
融
機
関
と
調

整
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
選

挙
の
「
投
開
票
所
」
は
、
投

票
時
間
と
開
票
時
間
が
４
市

町
村
で
違
う
た
め
、
投
開
票

時
間
は
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て

調
整
し
、
投
票
所
数
は
現
行

の
通
り
と
し
ま
す
。「
公
共

工
事
、
委
託
業
務
の
設
計
審

査
等
」
は
、
伊
勢
市
に
合
わ

せ
て
調
整
し
ま
す
。
所
管
事

務
の
調
査
や
議
案
の
審
査
を

行
う
「
常
任
委
員
会
」、
議
会

を
円
滑
に
運
営
す
る
た
め
の

「
議
会
運
営
委
員
会
」、
特
定

事
件
の
審
査
を
行
う
「
特
別

委
員
会
」
は
、
合
併
後
調
整

す
る
こ
と
と
し
ま
す
。
市
政

に
関
す
る
調
査
研
究
を
推
進

す
る
た
め
の
「
政
務
調
査
費
」

は
、
伊
勢
市
の
み
交
付
し
て

い
る
も
の
で
、
伊
勢
市
に
合

わ
せ
て
調
整
す
る
方
針
で
し

た
が
、
議
員
の
身
分
に
つ
い

て
の
協
議
が
ま
だ
完
了
し
て

い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の

項
目
の
み
継
続
協
議
と
し
ま

し
た
。提

案
事
項

一部
継続

今
回
は
、「
財
産
の
取
扱

い
」、「
使
用
料
、
手
数
料
等

の
取
扱
い
」、「
補
助
金
、
交

付
金
等
の
取
扱
い
」、「
ご
み

収
集
・
処
理
業
務
事
業
」、「
環

境
対
策
事
業
」
の
５
件
を
提

案
し
ま
し
た
。

そ
の
他

■
開
催
日
程
の
追
加

協
議
会
は
、
原
則
的
に
毎

月
第
２
、
第
４
木
曜
日
に
開

催
す
る
こ
と
と
し
て
、
当
初
、

10
月
28
日
の
第
11
回
協
議
会

ま
で
の
日
程
を
決
め
て
い
ま

し
た
が
、
11
月
の
第
２
、
第

４
木
曜
日
で
あ
る
11
日
と
25

日
の
２
日
間
を
協
議
会
の
開

催
日
程
に
追
加
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

承認

「
新
市
の
名
称
」や

「
地
域
振
興
事
業
」等
を
協
議

第10回
協議会

10
月
14
日
、
伊
勢
市
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
「
い
せ
ト
ピ

ア
」
で
第
10
回
協
議
会
を
開

催
し
ま
し
た
。
継
続
協
議
の

「
新
市
建
設
計
画
」
や
「
新

市
の
名
称
」、「
一
部
事
務
組

合
等
の
取
扱
い
」、「
地
域
振

興
事
業
」
な
ど
７
項
目
を
協

議
し
ま
し
た
。
引
き
続
き
継

続
協
議
と
な
っ
た
「
新
市
建

設
計
画
」
を
除
き
、
報
告
事

項
５
件
を
含
む
す
べ
て
の
項

目
を
提
案
通
り
確
認
・
承
認

し
ま
し
た
。

協
議
会
の
冒
頭
、
加
藤
会

長
か
ら
継
続
協
議
と
な
っ
て

い
る
重
要
事
項
の
提
案
時
期

に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま

し
た
。「
合
併
の
期
日
」、「
議

員
の
身
分
」、「
農
業
委
員
会

委
員
の
身
分
」、「
職
員
の
身

分
」
は
住
民
に
と
っ
て
非
常

に
関
心
あ
る
問
題
で
、
早
い

機
会
で
の
提
案
が
望
ま
れ
て

い
ま
す
が
、
伊
勢
市
の
「
行

財
政
改
革
」
の
進
捗
状
況
等

に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
く
、

４
市
町
村
長
会
議
で
も
協
議

が
整
わ
な
い
状
況
の
た
め
、

引
き
続
い
て
協
議
を
進
め
、

次
回
10
月
28
日
の
「
第
11
回

協
議
会
」
に
こ
れ
ら
の
案
件

を
提
案
す
る
予
定
で
あ
る
こ

と
を
報
告
し
ま
し
た
。

▼【表５】所在地表示例

区分 新　表　示

伊勢市役所 伊勢市 岩渕１丁目７番29号

二見町役場 伊勢市 二見町 江420番地１

小俣町役場 伊勢市 小俣町 元町540番地

御薗村役場 伊勢市 御薗町 長屋1221番地
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協
議
事
項

■
新
市
建
設
計
画

今
回
は
、
住
民
の
方
か
ら

寄
せ
ら
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

メ
ン
ト
と
第
８
回
協
議
会
で

出
た
意
見
を
基
に
修
正
し
、

構
成
項
目
ご
と
に
意
見
を
整

理
し
ま
し
た
。

防
災
対
策
の
強
化
や
「
福

祉
」
に
関
す
る
表
現
の
弱
い

点
な
ど
を
追
加
・
修
正
し
、

県
事
業
の
推
進
に
関
し
て
も

県
か
ら
の
回
答
を
踏
ま
え
た

記
述
に
変
更
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
追
加
・
修
正
項
目

に
つ
い
て
は
す
べ
て

確
認
し
ま
し
た
。
し

か
し
、「
新
市
ま
ち

づ
く
り
の
基
本
方
針
」

の
中
の
「
お
伊
勢
さ

ん
」
と
い
う
こ
と
ば

が
神
宮
を
イ
メ
ー
ジ

さ
せ
る
と
の
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
へ

の
対
応
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
議
論
が
あ
り
、

こ
の
「
お
伊
勢
さ
ん
」

の
表
現
に
関
し
て
の

み
、
継
続
協
議
と
な

り
ま
し
た
。

こ
の
新
市
建
設
計

画
原
案
は
、
県
と
の

事
前
協
議
を
終
え
て

作
成
完
了
と
な
り
ま

す
が
、
正
式
協
議
に

先
立
っ
て
、
現
在
、

事
前
協
議
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

次
回
の
第
11
回
協
議

会
で
は
、
県
か
ら
の
回
答
な
ど

を
踏
ま
え
、
再
度
修
正
案
を

提
案
す
る
予
定
で
す
が
、
そ
の

後
も
住
民
説
明
会
な
ど
で
寄

せ
ら
れ
た
意
見
等
を
も
と
に

修
正
が
加
わ
る
可
能
性
も
あ

り
、
引
き
続
き
そ
の
時
点
の
修

正
案
の
可
否
を
審
議
し
て
い

き
ま
す
。

■
新
市
の
名
称
（
そ
の
２
）

新
市
の
名
称
は
「
伊
勢
市
」

と
し
ま
す
。
所
在
地
の
表
示

は
、
伊
勢
市
は
現
在
の
ま
ま

で
す
が
、
二
見
町
・
小
俣
町
・

御
薗
村
は
変
更
に
な
り
ま
す

【
表
５
】。

８
月
に
公
募
し
た
結
果
、

５
百
68
件
の
応
募
が
あ
り
、

「
伊
勢
市
」
が
３
百
28
件
、

「
い
せ
市
」
が
38
件
、「
新
伊

勢
市
」
が
25
件
、
以
下
「
伊

勢
神
宮
市
」、「
神
宮
市
」、

「
神
都
市
」、
そ
の
他
百
36
件

と
い
う
状
況
で
し
た
。
多
く

の
方
が
「
伊
勢
市
」
を
選
ん

だ
理
由
に
は
、「
知
名
度
が

高
い
」、「
日
本
人
の
心
の
ふ

る
さ
と
」、「
旧
国
名
で
歴
史

的
に
も
意
味
深
い
」、「
昔
な

が
ら
の
名
前
で
親
し
み
が
あ

る
」、「
伊
勢
神
宮
の
お
膝
元
」

と
い
っ
た
意
見
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。

■
一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い

現
在
の
４
市
町
村
が
加
入

し
て
い
る
一
部
事
務
組
合
、
協

議
会
、
共
同
設
置
、
事
務
の

委
託
、
公
社
、
第
三
セ
ク
タ
ー

は
全
部
で
15
団
体
あ
り
ま
す

（
た
だ
し
、
第
三
セ
ク
タ
ー

は
地
方
公
共
団
体
が
25
％
以

上
出
資
し
て
い
る
法
人
と
し

て
定
義
）【
表
６
】。
新
設
合

併
の
場
合
は
、
構
成
市
町
村

の
法
人
格
が
消
滅
す
る
た
め
、

組
合
等
の
脱
退
手
続
き
が
必

要
と
な
り
、
ま
た
引
き
続
き

元
の
組
合
等
で
事
務
の
処
理

を
す
る
場
合
に
は
、
改
め
て

加
入
の
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
一
部
事
務
組
合
等

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
構

成
市
町
村
が
異
な
る
た
め
、

引
き
続
き
組
合
等
で
事
務
処

理
を
す
る
場
合
に
は
、
関
係

市
町
村
間
で
経
費
の
負
担
割

合
等
を
協
議
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

継続

確認 確認

▼【表６】一部事務組合等 （H16. 11. 1 現在）

区　分 名　　称

構成市町村

その他の構成団体伊
勢
市

二
見
町

小
俣
町

御
薗
村

一部事務
組 合

伊勢広域
環境組合

ゴミ処理 ○ ○ ○ ○ 玉城町･度会町･明和町
し尿処理 ○ ○ ○ ○ 玉城町･度会町
火 葬 場 ○ ○ ○ ○ 玉城町･度会町･明和町

菊狭間環境整備施設組合 ○ 玉城町･明和町
度会Ⅰ部介護保険事務組合 ○ ○ ○ 玉城町

度会郡町村
老人福祉施設組合

○ ○ ○
玉城町･度会町･南勢町･南島町･大宮町･
紀勢町･大内山村

伊勢地域
農業共済事務組合

○ ○ ○ ○
玉城町･度会町･南勢町･南島町･大宮町･
紀勢町･大内山村･鳥羽市･志摩市

伊勢志摩市町村税等
滞納整理組合

○ ○ ○
玉城町･度会町･南勢町･南島町･鳥羽市･
志摩市

三重県市町村職員
退職手当組合

○ ○ ○
久居市･いなべ市・志摩市
42町村･42組合

三重県自治会館組合 ○ ○ ○ ○ 三重県下全市町村

協 議 会
伊勢志摩地区
広域市町村圏協議会

○ ○ ○ ○
玉城町･度会町･南勢町･南島町･鳥羽市･
志摩市

共同設置 度会郡公平委員会 ○ ○ ○
玉城町･度会町･南勢町･南島町･大宮町･
紀勢町･大内山村･一部事務組合等４団体

事務委託
消防事務 ○ ○ ○ 玉城町･度会町

議員その他非常勤職員
公務災害補償事務

○ ○ ○ ○ 三重県下全市町村

公　 社
伊勢市土地開発公社 ○
度会土地開発公社 ○ 玉城町･度会町･南勢町･南島町
度会東部土地開発公社 ○ ○

第三
セクター

伊勢志摩総合
地方卸売市場㈱

○ ○ ○ ○
玉城町･度会町･南勢町･南島町･鳥羽市･
志摩市
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■
地
域
振
興
事
業

現
在
、
伊
勢
市
で
は
本
庁

管
内
に
32
人
の
「
地
区
担
任
事

務
員
」
を
設
置
し
、
納
税
や

諸
調
査
、
文

書
配
布
等
の

事
務
を
行
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
支
所

管
内
に
は

「
地
区
連
絡

協
議
会
」
を

設
置
し
、
同

様
の
業
務
を

行
っ
て
い
ま

す
。
御
薗
村

も
伊
勢
市
の

「
地
区
担
任

事
務
員
」
と

ほ
ぼ
同
様
の

制
度
で
す
が
、

二
見
町
と
小

俣
町
は
自
治

区
に
委
託
を

し
て
い
ま
す
。

合
併
後
は
、

新
市
全
域
に

地
区
連
絡
員

を
設
置
し
て
、

広
報
等
の
配

布
や
市
長
の

命
じ
る
事
務

を
行
い
、
報
酬
等
は
御
薗
村

に
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
ま
す

【
表
７
】。「
区
長
謝
礼
」
と

自
治
区
へ
の
「
振
興
助
成
金
」

は
小
俣
町
の
み
の
事
業
で
、

そ
れ
ぞ
れ
小
俣
町
に
合
わ
せ

て
交
付
す
る
こ
と
と
し
ま
す

が
、「
区
長
謝
礼
」
の
額
は

２
分
の
１
に
、「
振
興
助
成

金
」
は
平
等
割
５
万
円
と
１

世
帯
当
た
り
３
百
50
円
と
し

ま
す
【
表
７
】。
御
薗
村
の

「
公
民
館
運
営
助
成
金
」
は
、

振
興
助
成
金
を
交
付
す
る
た

め
廃
止
し
ま
す
。
現
在
、
伊

勢
市
に
は
百
９
の
自
治
会
で

構
成
す
る
「
総
連
合
自
治
会
」

が
あ
り
、
小
俣
町
に
も
29
の

自
治
区
で
構
成
す
る
「
自
治

区
連
絡
協
議
会
」
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ

の
組
織
と
協
議
の
上
、
新
市

で
調
整
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

■
文
化
・
国
際
交
流
事
業

伊
勢
市
と
二
見
町
が
取
り

組
ん
で
い
る
「
国
際
交
流
推

進
事
業
」
は
、
伊
勢
市
・
二

見
町
に
合
わ
せ
ま
す
。「
相
談

セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
は
、
伊

勢
市
に
相
談
セ
ン
タ
ー
と
中

央
指
導
員
、
地
区
指
導
員
が
、

二
見
町
に
相
談
セ
ン
タ
ー
と

指
導
委
員
協
議
会
、
小
俣
町

と
御
薗
村
に
指
導
員
協
議
会

が
あ
り
ま
す
が
、
指
導
員
の

選
任
方
法
や
報
酬
等
に
相
違

が
あ
る
た
め
、
相
談
セ
ン
タ
ー

は
伊
勢
市
・
二
見
町
に
合
わ

せ
、
町
村
の
指
導
員
協
議
会

は
統
合
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

な
お
、
指
導
員
の
選
任
方
法

に
つ
い
て
は
検
討
を
行
い
、

謝
金
は
１
時
間
当
た
り
千
円

と
し
ま
す
。
伊
勢
市
と
小
俣

町
の
「
図
書
館
」
は
、
開
館

時
間
と
休
館
日
が
異
な
り
ま

す
が
、
当
分
の
間
現
行
の
通

り
と
し
ま
す
【
表
８
】。
伊
勢

市
が
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
と
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、

伊
勢
総
合
病
院
に
設
置
し
て

い
る
「
図
書
館
分
室
」
は
、

現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。

■
学
校
教
育
事
業
（
そ
の
２
）

今
回
、
１
項
目
を
追
加
し
、

道
路
事
情
に
よ
り
バ
ス
通
学

を
行
っ
て
い
る
児
童
へ
の
定

期
代
補
助
を
行
う
伊
勢
市
の

「
遠
距
離
児
童
通
学
費
扶
助
」

は
、
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調

整
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

確認

確認

確認

▼【表８】図書館窓口業務

区　分 伊　勢　市 小　俣　町

開館時間
９：００～１７：００

（水・木・金は１９：００まで）
９：００～１９：００

（７･８月は２０：００まで）

休 館 日

毎週月曜日（祝日と重なった場合は翌
日）、国民の祝日、館内整理日（毎月第３
水曜日）、特別整理期間（秋季の約 10 日
間）、年末年始（12 月 29 日から１月４
日まで）

毎週火曜日、館内整理日（毎月１日で、
火曜日と重なる場合は翌日）、特別整理期
間（秋季の約 10 日間）、年末年始（12
月 29 日から１月４日まで）

▼【表７】地区担任事務員賃金・地区連絡協議会交付金・区長謝礼・振興助成金

区　分 伊勢市（月額） 二見町（年額） 小俣町（年額） 御薗村（年額）

地区担認
事 務 員
賃　　金

平等割 69,000円 423,000円 7,000円 40,000円

世帯割 93円×世帯数 282,200円（平均） 740円×世帯数 1,800円×世帯数

地区連絡
協 議 会
交 付 金

平等割 58,600円
該当なし 該当なし 該当なし

世帯割 93円×世帯数

区長謝礼 該当なし 該当なし

～ 99世帯 40,000円
～199世帯 60,000円
～299世帯 80,000円
～399世帯 100,000円
～499世帯 120,000円
～599世帯 140,000円
600世帯～ 160,000円

該当なし

振　興
助成金

平等割 該当なし 該当なし 15,000 円 該当なし

世帯割 該当なし 該当なし 480 円×世帯数 該当なし

＊二見町の報酬額は平成15年度実績
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■
社
会
教
育
事
業

「
社
会
教
育
委
員
会
」
は
、

定
数
、
任
期
、
報
酬
等
に
相

違
が
あ
る
た
め
、
合
併
時
に

伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調
整
し

ま
す
。
各
市
町
村
で
取
り
組

ん
で
い
る
「
生
涯
学
習
の
推

進
」
も
、
合
併
時
に
伊
勢
市

に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま
す
。

生
涯
学
習
の
推
進
の
た
め
、

各
市
町
村
で
開
設
し
て
い
る

「
各
種
講
座
」
は
、
内
容
に

相
違
が
あ
る
た
め
、

合
併
後
速
や
か
に

調
整
し
ま
す
。
伊

勢
市
は
「
地
区
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
」
を
７
地
区

に
設
置
し
、
地
元

自
治
会
に
管
理
委

託
を
し
て
い
ま
す
。

残
り
２
地
区
は
未

整
備
で
、
３
町
村

は
設
置
を
し
て
い

ま
せ
ん
が
、
こ
れ

は
現
行
の
通
り
と

し
、
管
理
委
託
料

は
合
併
後
調
整
す

る
こ
と
と
し
ま
す
。

確認

報
告
事
項

■
地
域
振
興
事
業
の
調
整
内
容

伊
勢
市
は
、伊
勢
シ
テ
ィ
ー

プ
ラ
ザ
の
名
称
を
「
い
せ
市

民
活
動
セ
ン
タ
ー
」
と
変
更

し
、
施
設
管
理
等
は
外
部
委

託
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

合
併
後
も
現
行
の
通
り
と
し

ま
す
。
工
場
・
研
究
所
等
の

進
出
検
討
を
依
頼
す
る
た
め
、

伊
勢
市
が
行
っ
て
い
る
「
企

業
訪
問
」
も
現
行
の
通
り
と

し
ま
す
。
ま
た
、
伊
勢
市
神

薗
町
の
「
工
業
団
地
整
備
」、

固
定
資
産
税
の
優
遇
措
置
に

よ
り
工
場
等
の
進
出
を
奨
励

す
る
「
工
場
等
誘
致
奨
励

金
」
制
度
の
い
ず
れ
も
現
行

の
通
り
と
し
ま
す
。

■
文
化
・
国
際
交
流
事
業
の
調

整
内
容

地
域
の
芸
術
文
化
の
向
上
、

文
化
振
興
の
推
進
を
図
る
た

め
の
「
市
・
町
・
村
民
芸
能

祭
」
は
、
各
市
町
村
で
内
容

や
会
期
等
に
相
違
が
あ
る
た

め
、
当
分
の
間
現
行
の
通
り

と
し
、
随
時
調
整
し
ま
す
。

承認

「
市
・
町
・
村
美
術
展
覧
会
」

も
各
市
町
村
で
内
容
に
相
違

が
あ
る
た
め
、
伊
勢
市
と
小

俣
町
に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま

す
。
行
政
直
営
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
に
委
託
し
て
い
る
「
郷
土

資
料
館
」
や
「
河
崎
商
人
館
」、

「
尾
崎
咢
堂
記
念
館
」、「
賓

日
館
」、「
山
田
奉
行
所
記
念

館
」
等
の
各
施
設
の
維
持
管

理･

運
営
は
、
現
行
の
通
り

と
し
ま
す
。
青
少
年
非
行
等

の
未
然
防
止
や
保
護
育
成
の

た
め
、
実
行
委
員
会
や
町
村

民
会
議
に
委
託
し
て
い
る「
青

少
年
健
全
育
成
推
進
事
業
」

は
、
合
併
後
速
や
か
に
調
整

し
ま
す
。
伊
勢
市
と
飯
田
市

の
小
・
中
学
校
と
の
「
飯
田
市

交
流
会
実
施
事
業
」
は
、
交
流

を
通
し
て
親
睦
や
リ
ー
ダ
ー

の
養
成
を
図
る
も
の
で
、
現

行
の
通
り
と
し
ま
す
。「
成

人
式
」
は
、
実
施
方
法
、
内

容
、
会
場
等
を
検
討
し
、
統

一
し
て
実
施
し
ま
す
。「
図

書
館
」
の
利
用
、業
務
、運
営
、

サ
ー
ビ
ス
、
維
持
管
理
は
、

基
本
的
に
現
行
の
通
り
と
し

ま
す
。

■
人
権
政
策
事
業
（
そ
の
２
）

の
調
整
内
容

人
権
教
育
施
策
の
基
本
的

な
あ
り
方
や
実
践
に
向
け
て

の
指
針
を
確
立
す
る
た
め
の

「
人
権
教
育
基
本
方
針
」
は
、

合
併
後
速
や
か
に
調
整
し
ま

す
。
人
権
尊
重
の
精
神
や
大

切
さ
を
育
成
、
学
習
す
る
た

め
の
「
人
権
作
文
」
や
「
人

権
ポ
ス
タ
ー
」、「
人
権
教
育

実
践
事
例
」
等
の
募
集
は
、

伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調
整
し

ま
す
。
人
権
問
題
を
考
え
る

機
会
を
提
供
し
、
人
権
に
対

す
る
認
識
を
深
め
、
人
権
尊

重
の
文
化
を
築
く
た
め
の「
講

演
会
」
を
４
市
町
村
で
実
施

し
て
い
ま
す
が
、
現
行
の
通

り
と
し
て
、
実
施
方
法
等
は

合
併
後
速
や
か
に
調
整
す
る

こ
と
と
し
ま
す
。「
文
化
講

座
」
は
伊
勢
市
と
小
俣
町
で

実
施
し
、
伊
勢
市
は
教
育
集

会
所
で
の
「
子
ど
も
人
権
ス

ク
ー
ル
」、「
成
人
講
座
」
も

実
施
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
の
事
業
は
伊
勢
市
に
合
わ

せ
て
調
整
し
ま
す
。

承認

承認


10
月
14
日
に
「
い
せ
ト
ピ
ア
」

で
開
催
し
た
第
10
回
協
議
会
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■
社
会
教
育
事
業
の
調
整
内
容

「
伊
勢
市
、
飯
田
市
婦
人

会
交
流
会
」
は
、
伊
勢
市
と

飯
田
市
の
友
好
親
善
を
深
め

る
相
互
研
修
で
、
合
併
後
も

当
分
の
間
現
行
の
通
り
と
し

ま
す
。
伊
勢
市
は
講
座
の
講

師
を
、
御
薗
村
は
技
術
や
体

験
を
持
つ
人
を
「
人
材
バ
ン

ク
」
に
登
録
し
、
生
涯
学
習

や
総
合
学
習
の
場
で
活
躍
し

て
も
ら
う
こ
と
と
し
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
は
伊
勢
市
・
御

薗
村
に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま

す
。
４
市
町
村
そ
れ
ぞ
れ
に

地
元
自
治
会
へ
委
託
し
て
い

る
学
習
等
供
用
施
設
や
公
民

館
等
の
「
公
共
施
設
の
維
持

管
理
」
は
、
現
行
の
通
り
と

し
ま
す
。
４
市
町
村
で
実
施

し
て
い
る
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

や
祭
り
、奉
仕
活
動
な
ど
「
体

験
活
動
推
進
事
業
」
は
、
現

行
通
り
と
し
て
随
時
調
整
し

ま
す
。
伊
勢
市
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
で
の
３
つ
の
「
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
」
に
よ
る
活
動
は
、

現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。

■
そ
の
他
事
業
（
そ
の
３
）

の
調
整
内
容

今
回
の
調
整
は
１
項
目
の

み
で
、
健
康
で
文
化
的
な
生

活
環
境
の
確
保
や
地
域
の
発

展
な
ど
を
基
本
理
念
に
、
伊

勢
市
と
御
薗
村
が
策
定
し
て

い
る
「
国
土
利
用
計
画
」
は
、

新
市
の
総
合
計
画
の
策
定
に

合
わ
せ
て
策
定
す
る
こ
と
と

し
ま
す
。

承認承認

「
使
用
料
、手
数
料
」や

「
財
産
」な
ど
を
協
議

第11回
協議会

10
月
28
日
、
県
営
サ
ン
ア

リ
ー
ナ
で
第
11
回
協
議
会
を

開
催
し
ま
し
た
。
再
提
案
の

「
合
併
の
期
日
」
や
「
議
員

の
身
分
」、「
一
般
職
の
身

分
」、「
農
業
委
員
会
委
員
の

身
分
」
の
ほ
か
、「
財
産
の
取

扱
い
」、「
使
用
料
、
手
数
料

等
の
取
扱
い
」
な
ど
協
議
項

目
10
件
と
報
告
８
件
を
協

議
・
検
討
し
ま
し
た
。
今
回
、

継
続
協
議
で
再
提
案
し
た

「
合
併
の
期
日
」、「
議
員
の

身
分
」、「
一
般
職
の
身
分
」、

「
農
業
委
員
会
委
員
の
身
分
」

を
除
き
、
す
べ
て
の
項
目
を

提
案
通
り
確
認
・
承
認
し
ま

し
た
。

再
度
、
継
続
協
議
と
し
た

４
項
目
は
、
各
市
町
村
で
調

整
の
上
、
次
回
11
月
11
日
の

「
第
12
回
協
議
会
」
で
協
議

す
る
予
定
で
す
。

協
議
事
項

■
合
併
の
期
日
（
そ
の
２
）

（
再
提
案
）

「
合
併
の
期
日
」
を
「
平

成
17
年
11
月
１
日
」
と
し
て

提
案
し
ま
し
た
が
、
ほ
か
の

協
議
事
項
と
も
関
連
す
る
こ

と
か
ら
、
今
回
も
継
続
協
議

と
し
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、
第
３
回
協
議

会
で
は
、「
改
正
後
の
合
併

特
例
法
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
期
限
内
で
の
合

併
を
目
標
と
し
、
具
体
的
な

合
併
期
日
に
つ
い
て
は
改
め

て
協
議
会
で
協
議
す
る
」
こ

と
と
し
て
い
ま
し
た
。

■
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び

任
期
の
取
扱
い
（
そ
の
２
）

（
再
提
案
）

「
議
員
の
身
分
」
に
関
し

て
は
、
第
７
回
協
議
会
で
、

「
合
併
特
例
法
の
特
例
措
置

の
適
用
の
可
否
や
報
酬
額
等

は
協
議
会
で
検
討
・
議
決
す

る
」
こ
と
を
す
で
に
確
認
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
検

討
・
協
議
を
行
っ
て
き
た
結

果
、「
特
例
措
置
を
適
用
せ
ず
、

新
市
発
足
と
同
時
に
選
挙
を

行
な
う
べ
き
」
と
の
意
見
が

多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、「
合
併

特
例
法
の
特
例
措
置
は
適
用

せ
ず
、
新
市
の
議
員
定
数
は

34
人
と
し
、
報
酬
額
は
伊
勢

市
に
合
わ
せ
る
」
こ
と
と
し

て
、
再
提
案
し
ま
し
た
。
し

か
し
、
御
薗
村
議
会
か
ら
は
、

「
御
薗
村
は
一
貫
し
て
在
任

特
例
を
主
張
し
、
今
回
の
再

提
案
は
承
服
し
か
ね
る
。
最

終
の
協
議
会
ま
で
持
ち
帰
り
、

協
議
し
た
い
」
と
の
意
見
が

あ
り
、結
論
に
は
至
ら
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
再
度
継
続
協

議
と
し
ま
し
た
。

継続

継続



－ 14 －－ 15 －

■
一
般
職
の
職
員
の
身
分
の

取
扱
い
に
つ
い
て（
修
正
案
）

こ
の
「
一
般
職
員
の
身
分
」

は
、
第
４
回
協
議
会
で
の
提

案
内
容
の
「
現
職
員
に
つ
い

て
は
現
給
を
保
障
す
る
」
と

の
部
分
が
適
正
で
な
い
と
し

て
「
差
し
戻
し
」
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
今
回
は
、
前
回

の
提
案
内
容
を
一
部
修
正
し
、

「
職
員
の
給
与
は
、
地
方
公

務
員
法
の
規
定
に
基
づ
い
て

そ
の
職
務
と
責
任
に
応
じ
た

給
与
体
系
を
整
備
し
、
昇
給
・

昇
格
制
度
等
に
つ
い
て
も
適

格
に
運
用
す
る
」
こ
と
と
し

ま
し
た
が
、
委
員
か
ら
は
伊

勢
市
の
行
財
政
改
革
の
取
り

組
み
状
況
や
合
併
ま
で
の
調

整
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
関
す
る

意
見
や
質
問
が
あ
り
、
結
論

に
は
至
ら
ず
、
継
続
協
議
と

し
ま
し
た
。

な
お
、
伊
勢
市
か
ら
は
、

８
月
に
作
成
し
た
行
政
改
革

プ
ラ
ン
・
財
政
改
革
プ
ラ
ン

に
基
づ
い
た
行
財
政
改
革
の

取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
説

明
が
あ
り
ま
し
た
。

■
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定

数
及
び
任
期
の
取
扱
い
に

つ
い
て
（
修
正
案
）

こ
れ
も
、
第
６
回
協
議
会

で
の
協
議
を
踏
ま
え
、「
合
併

特
例
法
の
特
例
措
置
を
適
用

せ
ず
、
新
市
に
１
つ
の
農
業

委
員
会
を
置
き
、
選
挙
に
よ

る
委
員
の
定
数
は
30
人
と
す

る
」
と
し
て
修
正
し
ま
し
た

が
、「
議
員
の
身
分
」
に
準

じ
て
継
続
協
議
と
し
ま
し
た
。

■
新
市
建
設
計
画

今
回
は
、
新
市
建
設
計
画

作
成
小
委
員
会
で
検
討
し
た

結
果
と
県
と
の
「
事
前
協
議
」

の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
改
め

て
「
修
正
案
」
を
提
案
し
ま

し
た
。

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
で

寄
せ
ら
れ
た
「
お
伊
勢
さ
ん
」

の
記
述
の
見
直
し
に
対
し
て

小
委
員
会
で
検
討
し
た
結
果
、

こ
の
「
お
伊
勢
さ
ん
」
と
い

う
表
現
を
こ
の
地
域
の
特
性

と
し
て
、
よ
り
広
い
意
味
で

積
極
的
に
使
っ
て
い
く
こ
と

に
決
ま
り
、
こ
れ
を
受
け
て

「
修
正
案
」
を
再
修
正
し
ま

継続

継続

し
た
。
ま
た
、

県
へ
の
事
前

協
議
に
関
す

る
回
答
が
あ

り
、
そ
の
修

正
意
見
に
基

づ
い
て
字
句

や
事
業
名
な

ど
26
か
所
の

修
正
も
加
え

ま
し
た
。

こ
の
「
新

市
建
設
計
画
」

は
、
今
後
、
住

民
説
明
会
等

で
の
住
民
の

皆
さ
ん
の
意

見
を
基
に
修

正
を
加
え
、

完
成
さ
せ
て

い
く
こ
と
と

な
り
ま
す
が
、

ひ
と
ま
ず
現

段
階
で
は
提

案
通
り
の
内

容
で
確
認
を
し
ま
し
た
。

■
財
産
の
取
扱
い

４
市
町
村
の
所
有
す
る
財

産
は
す
べ
て
新
市
に
引
き
継

ぐ
も
の
と
し
、
伊
勢
市
岡
本

町
財
産
区
財
産
は
、
岡
本
町

財
産
区
財
産
と
し
て
新
市
に

引
き
継
ぐ
も
の
と
し
ま
す

【
表
９
】。

確認

確認

▼【表９】４市町村の財産

区　分 伊勢市 二見町 小俣町 御薗村

公
有
財
産

土　地 2,637,933 512,937 358,687 117,487

建　物 260,502 34,262 58,267 29,282

株　券 255,430千円 7,990千円 8,830千円 6,290千円

出資金 15,593千円 5,720千円 17,775千円 7,030千円

出捐金 154,339千円 21,616千円 22,533千円 30,700千円

自  動  車 246台 45台 46台 28台

基 　 　 金 13,660,340千円 1,610,230千円 1,947,633千円 1,046,421千円

地方債・企業債残高 50,270,802千円 5,469,035千円 10,704,929千円 3,212,081千円

財 産 区 財 産 岡本町財産区 なし なし なし

＊自動車は平成15年度末現在、その他は平成15年度決算見込みの数値
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月
28
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の
第
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回
協
議
会
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■
使
用
料
・
手
数
料
等
の
取

扱
い

使
用
料
・
手
数
料
に
関
し
て

は
、
こ
れ
ま
で
個
々
の
事
業

の
中
で

調
整
し

て
き
た

も
の
も

あ
り
ま

す
が
、

今
回
、

全
体
の

方
針
と

し
て
一

つ
に
ま

と
め
ま

し
た
。

原
則
と

し
て
合

併
時
に

統
一
す

る
も
の

と
し
、

施
設
使

用
料
は

当
分
の

間
現
行

の
通
り

と
し
ま

す
。
な

お
、
同

一
ま
た

は
類
似
す
る
施
設
の
使
用
料

は
、
新
市
発
足
後
、
可
能
な

限
り
統
一
に
努
め
ま
す
。

そ
の
主
な
も
の
と
し
て
、

住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
謄
本

等
の
窓
口
手
数
料
は
４
市
町

村
と
も
ほ
ぼ
同
額
で
す
が
、

印
鑑
登
録
証
の
交
付
・
再
交

付
が
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
無

料
と
な
り
ま
す
。
税
務
関
係

諸
証
明
で
は
、
固
定
資
産
評

価
証
明
と
公
租
公
課
証
明
が

小
俣
町
に
合
わ
せ
て
土
地
・

建
物
７
件
ま
で
２
百
円
、
追

加
７
件
ま
で
ご
と
２
百
円
加

算
と
な
り
ま
す
。
格
差
の
あ

る
検
診
・
検
査
料
は
、
４
市
町

村
の
ほ
ぼ
平
均
的
な
金
額
で

調
整
し
、
農
業
関
係
の
諸
証

明
料
は
伊
勢
市
に
合
わ
せ
ま

す
。
ま
た
、
廃
棄
物
投
棄
場

使
用
料
は
、
当
分
の
間
現
行

通
り
、
情
報
公
開
手
数
料
や

道
路
占
用
料
等
は
伊
勢
市
に

合
わ
せ
ま
す
。
４
市
町
村
の

施
設
使
用
料
等
は
、
使
用
す

る
施
設
や
時
間
帯
に
よ
っ
て

料
金
設
定
が
異
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
が
、
現
行
の
通
り

と
し
ま
す
。

■
補
助
金
・
交
付
金
等
の
取

扱
い

補
助
金
・
交
付
金
等
も
、

こ
れ
ま
で
各
事
業
の
中
で
調

整
し
て
き
ま
し
た
が
、
全
体

方
針
と
し
て
一
つ
に
ま
と
め

ま
し
た
。
４
市
町
村
の
補
助

金
・
交
付
金
は
、
従
来
か
ら

の
経
緯
・
実
情
等
に
配
慮
し
、

同
一
ま
た
は
同
種
の
も
の
は

関
係
団
体
等
の
理
解
と
協
力

を
得
て
統
一
に
向
け
た
調
整

を
し
ま
す
。
ま
た
、
各
市
町

村
独
自
の
補
助
金
等
は
、
従

来
の
実
績
を
尊
重
し
、
市
域

全
体
の
均
衡
を
保
つ
よ
う
調

整
す
る
と
と
も
に
、
新
市
の

行
財
政
改
革
の
進
捗
に
合
わ

せ
て
、
更
な
る
適
正
化
を
図

り
ま
す
。

現
在
、
４
市
町
村
が
支
出

し
て
い
る
補
助
金
・
交
付
金

等
は
、
全
体
で
百
65
項
目
に

上
り
、
市
町
村
独
自
の
補
助

制
度
も
多
く
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
同
一
あ
る
い
は
同
種
の

補
助
金
等
で
あ
っ
て
も
、
４

市
町
村
間
で
交
付
対
象
や
補

助
金
額
等
に
相
違
の
あ
る
も

の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、

特
に
行
財
政
改
革
の
観
点
か

ら
、
早
い
時
期
に
見
直
し
・
適

正
化
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
合

併
ま
で
に
で
き
る
も
の
は
調

整
し
、
そ
の
動
向
も
見
な
が
ら

検
討
・
調
整
し
て
い
く
こ
と

と
し
ま
す
。

■
ご
み
収
集
・
処
理
業
務
事
業

ご
み
収
集
及
び
処
理
業
務

は
当
分
の
間
現
行
の
通
り
と

し
、
新
市
に
お
い
て
一
体
的

な
処
理
が
で
き
る
よ
う
、
随

時
調
整
し
ま
す
。

「
廃
棄
物
集
積
所
」
は
二

見
町
と
小
俣
町
に
あ
り
ま
す

が
、
二
見
町
は
無
償
借
地
が

一
か
所
の
み
で
、
小
俣
町
は

各
集
積
所
の
借
地
料
と
清
掃

管
理
の
謝
礼
金
を
支
払
っ
て

い
ま
す
。
借
地
料
は
小
俣
町

に
合
わ
せ
て
１
か
所
に
付
き

年
１
万
円
を
支
払
う
こ
と
と

し
、
清
掃
管
理
の
謝
礼
金
は

廃
止
し
ま
す
。
伊
勢
市
・
二

見
町
・
御
薗
村
の
「
清
掃
セ

ン
タ
ー
」
等
の
維
持
・
運
営

は
、
合
併
時
後
も
当
分
の
間

現
行
通
り
と
し
、
随
時
調
整

し
ま
す
。
４
市
町
村
の
「
廃

棄
物
投
棄
場
」
も
当
分
の
間

現
行
通
り
と
し
、
随
時
調
整

し
ま
す
【
表
10
】。

確認

確認

▼【表10】４市町村の廃棄物投棄場

区　分 伊勢市 二見町 小俣町 御薗村

名　　　 称 伊勢市廃棄物投棄場 二見町不燃物投棄所 小俣町一般廃棄物最終処分場 御薗村廃棄物投棄場

所　 在　 地 伊勢市朝熊町 二見町大字溝口 小俣町新村 御薗村大字小林

使用開始年月 昭和47年11月 昭和47年11月 平成11年４月 昭和47年４月

構

造

浸出水処理 なし なし 対応施設 なし

しゃ水工 なし なし 対応施設 なし

処 理 対 象 物
瓦、レンガ、コンク
リート、ブロック等
のがれき類

瓦、レンガ、コンク
リート、ブロック等
の土砂・がれき類、
破砕不燃ガラス、陶
器類

瓦、レンガ、コンク
リート、ブロック等
のがれき類

瓦、レンガ、コンク
リート、ブロック等
のがれき類

開　 場　 日
平日８：30～17：00
(搬入は16：00まで)

平日８：30～17：00

第１～４水曜日
９：00～16：00
第３日曜日
９：00～12：00

日曜日
８：30～12：00

全 体  容  量 478,156 6,198 17,000 14,200

Ｈ15年度埋立実績 1,058 65.5 113 4.6 ｔ

残 余  容  量 7,825（Ｈ15年度末） 1,771（Ｈ15年度末） 15,371（Ｈ15年度末）

運営管理体制 直営 直営 直営 直営
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可
燃
ご
み
・
不
燃
ご
み
の

「
回
収
体
制
」
は
、
現
在
、
伊
勢

市
と
二
見
町
は
直
営
、
小
俣

町
は
菊
狭
間
環
境
施
設
整
備

組
合
、
御
薗
村
は
業
者
委
託

で
収
集
し
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
は
合
併
後
も
当
分
の
間
現

行
通
り
と
し
て
随
時
調
整
し
、

小
俣
町
は
一
部
事
務
組
合
の

取
り
扱
い
の
動
向
を
見
て
調

整
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。「
集

め
方
」
は
現
在
、
伊
勢
市
と

御
薗
村
は
「
戸
別
と
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
方
式
」、
二
見
町
と

小
俣
町
は
「
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

方
式
の
み
」
と
な
っ
て
い
ま

す
。
効
率
や
コ
ス
ト
の
面
か

ら
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
方
式
が
望

ま
し
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

集
積
場
所
等
の
問
題
も
あ
る

た
め
、
当
分
の
間
は
現
行
の

通
り
と
し
、
収
集
効
率
の
向

上
を
目
指
す
た
め
、
地
域
性

を
考
慮
し
な
が
ら
随
時
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
方
式
に
移
行
し
て
い

く
こ
と
と
し
ま
す
。「
回
収
日
」

は
、
可
燃
ご
み
は
４
市
町
村

と
も
月
曜
と
木
曜
の
地
区
、

火
曜
と
金
曜
の
地
区
に
分
け

て
週
２
回
の
回
収
で
同
一
で

す
が
、
不
燃
ご
み
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
り
ま
す
。
ま
た
「
出

し
方
」
は
、
伊
勢
市
と
御
薗

村
は
同
じ
で
す
が
、
二
見
町
・

小
俣
町
と
は
若
干
の
相
違
が

あ
る
た
め
、
合
併
後
も
当
分

の
間
現
行
の
通
り
と
し
、
随

時
調
整
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

「
回
収
す
る
ご
み
の
大
き
さ
」

は
、
可
燃
ご
み
は
同
一
で
、

不
燃
ご
み
に
相
違
が
あ
り
ま

す
が
、
合
併
後
も
当
分
の
間

現
行
の
通
り
と
し
、
随
時
調

整
し
ま
す
。「
搬
入
先
」
は
、

可
燃
ご
み
は
４
市
町
村
と
も

伊
勢
広
域
環
境
組
合
に
搬

入
、
不
燃
ご
み
も
伊
勢
市
・

小
俣
町
・
御
薗
村
は
伊
勢
広

域
環
境
組
合
に
搬
入
し
、
二

見
町
は
業
者
あ
る
い
は
最
終

処
分
場
に
搬
入
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
合
併
後
も
当
分
の
間

現
行
の
通
り
と
し
、
随
時
調

整
し
ま
す
。

粗
大
ご
み
の
「
回
収
体
制
」

も
、
可
燃
ご
み
・
不
燃
ご
み
と

同
様
、
戸
別
有
料
回
収
の
実

施
方
法
、
手
数
料
が
４
市
町

村
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
た
め
、

合
併
後
も
当
分
の
間
現
行
の

通
り
と
し
、
随
時
調
整
し
ま

す
。資

源
物
の「
回
収
体
制
」は
、

品
目
ご
と
に
取
り
扱
い
が
異

な
り
、「
集
め
方
」
も
４
市
町

村
で
若
干
の
相
違
が
あ
り
ま

す
。
二
見
町
と
小
俣
町
は
資

源
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
毎
日
出

す
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
伊

勢
市
と
御
薗
村
は
種
類
や
場

所
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
合
併
後
も
当
分

の
間
は
現
行
の
通
り
と
し
、

随
時
調
整
す
る
こ
と
と
し
ま

す
。伊

勢
市
の
「
一
般
廃
棄
物

最
終
処
分
場
」
建
設
に
つ
い

て
は
、
埋
立
廃
棄
物
の
減
量
、

資
源
化
対
策
を
推
進
し
、
そ

の
結
果
を
見
極
め
な
が
ら
、

施
設
建
設
の
基
本
的
な
事
項

を
関
係
者
と
協
議
し
て
決
定

す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

４
市
町
村
の
「
指
定
袋
制

度
」
は
、
対
象
と
な
る
ご
み
の

種
類
、
指
定
袋
の
種
類
、
価
格

等
に
相
違
が
あ
る
た
め
、
合

併
時
に
統
一
し
ま
す
が
、
合

併
時
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、

し
ば
ら
く
の
間
は
在
庫
の
指

定
袋
を
使
用
で
き
る
も
の
と

し
ま
す
。

■
環
境
対
策
事
業

環
境
対
策
事
業
は
、
当
分

の
間
４
市
町
村
の
既
存
の
環

境
基
本
計
画
を
尊
重
し
推
進

す
る
こ
と
と
し
ま
す
が
、
随

時
調
整
を
図
り
、
新
市
基
本

計
画
を
策
定
し
ま
す
。

「
伊
勢
広
域
環
境
組
合
」
の

負
担
金
は
、「
斎
場
」
は
４
市

町
村
と
も
同
一
で
す
が
、「
し

尿
」、「
ご
み
」
は
伊
勢
市
と
３

町
村
で
は
相
違
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
現
行
の

通
り
と
し
、
組
合
で
決
定
さ

れ
た
負
担
額
を
負
担
す
る
こ

と
と
し
ま
す
。
乳
剤
や
油
剤

等
の
薬
剤
の
販
売
・
無
償
配

布
を
行
う
「
防
疫
事
業
」
は
４

市
町
村
そ
れ
ぞ
れ
で
相
違
が

あ
り
、
乳
剤
は
伊
勢
市
に
合
わ

せ
る
こ
と
と
し
、
油
剤
は
自

治
会
へ
は
無
償
、
そ
れ
以
外

に
は
実
費
程
度
で
の
販
売
と

し
ま
す
。
煙
霧
消
毒
は
新
市

全
体
で
は
行
わ
ず
、
消
毒
機

械
の
貸
し
出
し
の
み
と
し
ま

す
。
伊
勢
市
の「
環
境
審
議
会
」

は
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
合
併

後
速
や
か
に
調
整
し
ま
す
。

「
し
尿
収
集
運
搬
業
」
の
許
可

業
者
の
営
業
区
域
は
現
行
の

区
域
と
し
、「
収
集
運
搬
料
金
」

は
当
分
の
間
現
行
の
通
り
と

し
て
改
定
時
に
統
一
し
ま
す
。

確認
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現
在
、
伊
勢
市
が
行
っ
て

い
る
「
葬
祭
取
扱
業
務
」
と

「
霊
柩
車
運
行
事
業
」
は
、
合

併
時
ま
で
に
廃
止
す
る
こ
と

と
し
ま
す
。「
環
境
基
本
計

画
」
と
「
地
球
温
暖
化
防
止

実
行
計
画
」
は
伊
勢
市
の
み

が
策
定
し
、「
生
活
排
水
対

策
推
進
計
画
」
は
、
４
市
町

村
と
も
策
定
し
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
合
併
後
当
分
の

間
、
既
存
の
計
画
を
尊
重
し

て
推
進
す
る
こ
と
と
し
、
随

時
調
整
を
図
っ
た
上
で
、
新

市
の
全
体
計
画
を
策
定
し
ま

す
。
伊
勢
市
・
二
見
町
・
小

俣
町
が
認
証
取
得
済
み
の

「
環
境
管
理
シ
ス
テ
ム
」
は
、

引
き
続
き
取
得
を
行
う
こ
と

と
し
ま
す
。


10
月
28
日
の
第
11
回
協
議
会

確認

報
告
事
項

■
そ
の
他
事
業
（
そ
の
２
）

の
調
整
内
容

「
政
務
調
査
費
」
は
、
議

会
の
議
員
の
身
分
の
協
議
と

併
せ
て
協
議
す
る
こ
と
と
し

て
継
続
協
議
に
な
っ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
今
回
、
報
告
し

た
も
の
で
す
。

伊
勢
市
は
、
市
政
に
関
す

る
調
査
研
究
の
推
進
の
た
め
、

議
員
１
人
当
た
り
年
間
36
万

円
を
各
会
派
に
交
付
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
を
伊
勢
市
に
合

わ
せ
て
調
整
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
が
、「
議
員
の
身
分
」

と
同
様
、
次
回
協
議
会
へ
の

「
継
続
協
議
」
と
な
り
ま
し

た
。

■
地
方
税
の
取
扱
い
（
そ
の

２
）
の
調
整
内
容

今
回
の
調
整
は
追
加
の
１

項
目
の
み
で
、
市
町
村
県
民

税
、
固
定
資
産
税
等
の
納
付

の
際
の
「
口
座
振
替
納
付
依
頼

書
」
の
様
式
が
４
市
町
村
で
異

な
る
た
め
、
合
併
時
に
統
一

し
ま
す
。

■
広
報
広
聴
関
係
事
業
（
そ

の
２
）
の
調
整
内
容

各
種
協
議
会
等
で
調
査
研

究
を
行
う
「
情
報
化
施
策
の

推
進
」
は
、
加
盟
団
体
等
に

相
違
が
あ
る
た
め
、
伊
勢
市

に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
に
伴

い
、
庁
内
の
パ
ソ
コ
ン
へ
外

部
か
ら
の
不
正
侵
入
に
よ
る

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
改
ざ
ん
や

デ
ー
タ
の
流
出
を
防
ぐ
た
め

の
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
監
視

シ
ス
テ
ム
」
の
整
備
は
、
４

市
町
村
で
相
違
が
あ
る
た
め
、

伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調
整
し

ま
す
。
情
報
管
理
や
情
報
化

施
策
の
推
進
等
を
検
討
す
る

御
薗
村
の
「
高
度
情
報
化
策

定
委
員
会
」
は
、
合
併
後
、

新
組
織
を
設
置
し
ま
す
。

■
ご
み
収
集
・
処
理
業
務
の

調
整
内
容

業
務
経
費
や
協
議
会
等
へ

の
負
担
金
、
開
発
行
為
に
伴

う
集
積
所
の
設
置
等
「
廃
棄

物
一
般
事
務
」
は
、
基
本
的

に
は
伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調

整
し
ま
す
が
、
資
源
ご
み
の

売
り
払
い
方
式
は
、
現
行
の

通
り
と
し
て
随
時
調
整
し
、

開
発
行
為
に
よ
る
集
積
所
は

15
戸
ご
と
に
１
か
所
（
３
㎡

以
上
）
設
置
す
る
こ
と
と
し

ま
す
。
ご
み
減
量
や
経
費
節

減
を
図
る
た
め
の
学
校
等
公

共
機
関
へ
の
「
生
ご
み
処
理

機
」
の
設
置
は
、
事
業
計
画

を
立
て
て
設
置
す
る
方
向
で

調
整
し
ま
す
。「
資
源
回
収
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
分
別
回

収
の
充
実
に
伴
い
、
収
集
日

ま
で
の
溜
め
置
き
が
困
難
と

な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
設
置

す
る
も
の
で
、
既
存
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
を
利
用
し
、
実
情
に

応
じ
て
随
時
整
備
す
る
こ
と

と
し
ま
す
。

■
環
境
対
策
事
業
の
調
整
内
容

生
活
排
水
対
策
推
進
の
た

め
の
「
三
角
コ
ー
ナ
ー
・
ス

ト
レ
ー
ナ
ー
」
の
有
償
配
付

（
３
百
円
）
は
、
伊
勢
市
に
合

わ
せ
ま
す
。
ス
ズ
メ
バ
チ
等

を
駆
除
す
る
た
め
の
「
防
護

服
の
貸
出
」
は
、
伊
勢
市
・

小
俣
町
に
合
わ
せ
て
調
整
し
、

野
犬
等
の
動
物
か
ら
の
被
害

を
防
ぐ
た
め
の
「
捕
獲
器
の

貸
出
」
も
４
市
町
村
で
相
違

が
あ
り
、
貸
出
対
象
は
自
治

会
、
設
置
・
引
き
上
げ
も
自

治
会
で
行
う
こ
と
と
し
ま
す
。

行
政
管
理
地
や
公
共
の
場
所

に
お
け
る
「
放
置
自
動
車
対

策
」
は
、
伊
勢
市
に
合
わ
せ

て
調
整
し
ま
す
。
伊
勢
市
の

「
葬
祭
取
扱
事
業
」
は
、
合

承認 継続

承認

承認
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市町村合併について

ご意見をお寄せください

◇該当するところを○で囲んでください。

【住所】　伊勢市・二見町・小俣町・御薗村

その他

【性別】　男　・　女

【年齢】　10代・20代・30代・40代

50代・60代・70歳以上

伊勢地区合併協議会では、市町村合併に関
するご意見やご提案、協議会だよりをご覧
いただいた感想など、皆様からのお便りを
募集しています。
この用紙を点線部分で切り取り、のりで貼
り付けてポストに投函してください（切手
は不要です）。
なお、お寄せいただいたご意見等は、協議
会だよりやホームページに掲載させていた
だくことがあります。

お願い！……楷書で丁寧にお書きください

ご意見記入欄

●このご意見を公表してよろしいですか？

はい　・　いいえ

の　り　し　ろ

の　

り　

し　

ろ

の　

り　

し　

ろ

た　に　折　り

キ
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ト

リ

線

キ

リ

ト

リ

線

併
時
ま
で
に
廃
止
す
る
方
向

で
調
整
し
ま
す
。「
大
気
調
査
」

は
大
気
中
の
汚
染
物
質
濃
度

を
監
視
し
、「
水
質
調
査
」

は
河
川
や
海
域
の
水
質
調
査
、

「
騒
音
、
振
動
調
査
」
は
環

境
騒
音
や
道
路
交
通
振
動
を

調
査
す
る
も
の
で
、
４
市
町

村
で
実
施
状
況
に
相
違
が
あ

り
、
現
行
の
通
り
、
あ
る
い

は
合
併
時
に
統
一
す
る
こ
と

と
し
ま
す
。
小
中
学
生
の
環

境
学
習
や
環
境
保
全
活
動
を

支
援
す
る
「
こ
ど
も
エ
コ
ク

ラ
ブ
事
業
」
は
、
実
施
し
て

い
る
伊
勢
市
・
小
俣
町
・
御

薗
村
に
合
わ
せ
て
調
整
し
ま

す
。

■
商
工
・
観
光
関
係
事
業
（
そ

の
３
）
の
調
整
内
容

海
外
情
報
の
提
供
や
斡
旋
、

相
談
業
務
等
、
貿
易
振
興
を

図
る
「
ジ
ェ
ト
ロ
三
重
貿
易

情
報
セ
ン
タ
ー
」
へ
の
伊
勢

市
の
負
担
金
支
出
は
、
現
行

の
通
り
と
し
ま
す
。
県
内
の

物
産
振
興
の
た
め
、
市
場
等

の
調
査
や
宣
伝
紹
介
等
を
行

う
「
三
重
県
物
産
振
興
会
」

へ
は
伊
勢
市
の
み
が
加
入
し

て
い
ま
す
が
、
現
行
の
通
り

と
し
ま
す
。

■
学
校
教
育
事
業
（
そ
の
３
）

の
調
整
内
容

中
学
生
が
企
業
へ
の
就
労

体
験
を
通
じ
社
会
と
関
わ
る

こ
と
で
自
ら
を
見
つ
め
直
す

「
自
分
発
見
ふ
れ
あ
い
事
業
」

は
、
４
市
町
村
同
様
の
た
め
、

現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。
い

じ
め
や
登
校
拒
否
等
、
児
童

生
徒
の
問
題
行
動
に
お
け
る

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
の
機
能

充
実
を
図
る
「
ス
ク
ー
ル
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
活
用
事
業
」
は
、

伊
勢
市
に
合
わ
せ
て
調
整
す

る
こ
と
と
し
ま
す
。

■
そ
の
他
事
業
（
そ
の
４
）

の
調
整
内
容

二
見
町
が
福
岡
県
志
摩
町

と
の
間
で
町
、
婦
人
会
、
小

中
学
生
等
の
交
流
を
行
っ
て

い
る
「
姉
妹
町
交
流
事
業
」

は
、
現
行
の
通
り
と
し
ま
す
。

承認

承認

承認承認
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この「協議会だより」は再生紙100％を使用しています。

各市町村の合併担当窓口

■ 伊勢市市町村合併推進課（職員は協議会事務局に常駐）
 TEL 0596-21-5538　FAX 0596-22-9699
 E-mail　gpk-ise@crocus.ocn.ne.jp

■ 二見町企画課
 TEL 0596-42-1111　FAX 0596-43-3754
 E-mail　info@town.futami.mie.jp

■ 小俣町総務課
 TEL 0596-22-7858　FAX 0596-22-3454
 E-mall　info@town.obata.mie.jp

■ 御薗村企画室
 TEL 0596-22-0235　FAX 0596-28-2404
 E-mail　misono@amigo.ne.jp

協議会を構成している各市町村の合併担当窓口は
次の通りです。

■ 伊勢地区合併協議会
 〒516-O021　伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4
 三重県営サンアリーナ内

 TEL 0596-21-1020　FAX 0596-21-1022
 E-mail:ise-gappeikyogi@crocus.ocn.ne.jp
 URL　http://www10.ocn.ne.jp/̃ifom-gpk/

協議会事務局
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や　ま　折　り

返信用封筒の作り方

この部分は、協議会へのご意見送付用封筒と
してご利用いただけます。
図のように切り取ってのりでとめてください。

紙
面

のりでとめて
ください。

市町村合併に
関するご意見を
お寄せください。

料金受取人払
伊勢局承認

23
届出有効期間
平成１７年３月
末日まで　　

5 1 6 8 7 9 0

伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4
三重県営サンアリーナ内

伊勢地区合併協議会事務局　行

のりしろ→

－ 20 －
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これまでの協議会での協議事項などは、随時、ホー
ムページでより詳しく紹介しています。皆さん、ご
覧ください。

今後の協議会開催予定
－ どなたでも傍聴できます －

現在のところ、次回協議会のスケジュールは
決まっていません。決まり次第、新聞紙上や当
協議会のホームページなどでお知らせしますの
で、ご了承ください。


